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件  名  足立区高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画（案）について 

所 管 部 課  福祉部介護保険課 

内  容 

 

高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画（案）がまとまったので、下記の

とおり報告する。 

 

１ 概要 

 第１章 計画の概要 

    計画策定の背景と趣旨、計画の位置づけ、計画期間など 

 第２章 高齢者を取り巻く現状 

    高齢者数等の現状、将来人口推計 

 第３章 計画の基本的方向 

    基本理念、地域包括ケアシステムの構築、計画推進の施策の柱、施策にお

ける重点課題 

 第４章 高齢者保健福祉計画 

      １ 高齢者の健康を保持・増進し、社会参加を進めます 

      ２ 介護保険サービスを適切に提供します 

      ３ 高齢者の在宅生活を支援します 

      ４ 高齢者の権利を守るしくみを充実します 

      ５ 福祉サービスの質を高めていきます 

      ６ 地域で支えあうしくみを充実します 

 第５章 介護保険事業計画 

      １ 介護保険事業の現状 

      ２ 介護保険制度の主な改正点 

      ３ 介護保険事業の推計（平成２７年～２９年、３２年、３７年） 

      ４ 介護保険料の算出 

 

   詳細は、別添「足立区高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画（案）

平成27～29年度」を参照。 

 

２ 第６期介護保険料基準額の設定案  月額 ６，１８０円 

 

３ 区民への周知 

  （１）あだち広報「介護保険特集号」を平成２７年３月２０日に発行予定 

  （２）「足立区高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画」を区ホームペ

ージに掲載 
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皿 第1章 計画の概要 凹

第 1章 計画の概要

　　 　　 　　　

　

　　

　　
　

　　　 　　　
　　　　

　　　　　　　

『足立区高齢者保健福祉計画 ･第 6期介護保険事業計画 (平成 27年度 ~ 平成 29年度)』
は、 本区の高齢者※1が、 安心して暮らすことができるよう"こ、 高齢者に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するとともに、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図ること
を目的としています。

団塊の世代が 75歳以上となる平成 37 (西暦 2025年) 年に向け、 ひとり暮らし高齢者
や高齢者夫婦、 高齢者のみの世帯及び認知症高齢者の増加が予想されるなか、 足立区で
も平成 30年には、 後期高齢者※2が前期高齢者を上回ると推測されています。
介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で様々な支援を受けながら安心して暮ら

し続けることができるようるこするため、 区が 中心となって、 介護だけではなく、 医療や

予防、 生活支援、 住まいを一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築をより一層推
進していきます。

< 介護保険制度の変遷>

平成 12年 4月 ･介護保険法施行

平成 18年 4月 ･地域密着型サービスの導入

･地域包括支援センターの創設

･予防重視型システムへの転換

平成 24年 4月 ･地域包括ケアの推進

･24時間定期巡回 ･随時対応型サービスや複合

型サービスの創設

平成 27年 4月 ･地域包括ケアシステムの構築

･認知症施策の推進

･費用負担の公平化

　 　　　 　　　　　　　　　　　　　

本計画は老人福祉法第20条の8第 1項及び介護保険法第 117条第 1項に基づき策定する
ものです。

※I 高齢者 … 65歳以上の方。
※2 後期高齢者 … 75歳以上の方。
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圈 第1章 計画の概要 皿

本計画の策定にあたっては、 ｢足立区基本構想｣ を上位計画とした ｢足立区地域保健福

祉計画｣ の一環として策定します。また、厚生労働省の告示した ｢介護保険事業に係る保

険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針｣ 及び ｢東京都高齢者保健福祉計画｣
との整合性を図り、 ｢足立区保健衛生計画｣ ｢足立区障がい者計画 ･陣がい福社計画｣ ｢足
立区子ども ･子育て支援事業計画｣ などの保健福祉計画や ｢足立区総合交通計画J ｢足立

区地域防災計画｣ ｢第二次足立区生涯スポーツ振興計画｣ などの関連計画と調和がとれた

ものとします。

【足立区高齢者保健福祉計画 ･第6期介護保険事業計画の位置づけ】

足立区基本構想

重点プロジェクト推進戦略

基本計画

足立区地域保健福祉計画

足立 睦÷“ 台 -[ M
蜘竇･團 ･

第6期介護保険事業計画

●その他の保健福祉計画
足立区保健衛生計画
足立区陣がい耆計画･陣がい福祉計画
足立区子ども･子育て支援事業計画

東京都高齢者保健福祉計画
東京都介護保険事業計画 介護保険事業に係る保険給付

の円滑な実施を確保するため

･霊 廟“画　　　　第二次足立区生涯スポーツ振興計画 等

調和
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麗 第1章 計画の概要 回

　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　 　

　
　 　　　

　　 　　 　 　 　

(1 ) 計画策定体制
本計画の策定にあたっては、福祉 ･保健 ･医療分野の専門家、学識経験者並びに区

民代表で構成する区長の附属機関である ｢地域保健福祉推進協議会｣ (委員名簿は0
0 ページ参照) 及び ｢同協議会介護保険 ･瞳がい福祉専門部会｣ において必要な事項
の協議 ･検討を行いました。

平成 26年
3 月 10 日 鯛 ) ~ 4月 30 日 (水)

7月 4 日 (金)

7月 24 日 (木)

8月 22 日 “翁

11 月 20 日 (木)

12 月 2 日 (火) ~ 12月 8 日 (月)

12 月 5 曰 く金) ~ 1月 9 日 (金)

12 月 25日 (木)

平成 27年
1月 30 日 (金)

2月 9 日 (金)

高齢者実態調査実施
※調査結果概要は資料編参照

第 1回介護保険 ･陣がい福社専門部会
･高齢者実態調査 (速報) を報告

第 1回足立区地域保健福祉推進協議会
･足立区地域保健福祉推進協議会へ第 6期介護
保険料諮問
･第 1回専門部会と同内容を報告

第 2回介護保険 ･障がい福社専門部会
･医療介護総合確保推進法における介護分野の
ガイ ドラインについて報告

･高齢者人口の推計及び第 6期介護保険事業の
給付分析について報告

第 3回介護保険 ･障がい福社専門部会
･計画の中間報告審議

中間報告公聴会実施

中間報告パブリックコメント実施

第 2回足立区地域保健福祉推進協議会
･第 L回、 第 2回専門部会と同内容を報告

第4回介護保険 ･障がい福社専門部会
･第 6 期ハ殻 # 訟割.曾中案について審議
･本計画策定案について審議
･公聴会等の結果について報告

第 3回足立区地域保健福祉推進協議会
･足立区地域保健福祉推進協議会から区長へ第
6期介護保険料答申

･本計画策定案について審議
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回 第1章 計画の概要 皿

(2 ) 計画策定への区民参加 ･区民への周知

① 高齢者実態調査 (アンケート調査) の実施

幅広く区民の意見や意向を計画に反映させるために、平成 26年 2月に、一般

高齢者、 要支援認定者、 要介護認定者、 居宅介護支援事業所、 介護保険サービ

ス提供事業所を対象として、 アンケート調査を実施し、 計画策定の基礎資料と
しました。

、二調査名ぶでき, 発送数 "回収数" 有効票 -: 無効票と 回収率＼

(1)一般高齢者実態調査 2,000 票 1,096 票 1,091 票 5 票 54,896

(2)高齢者単身世帯実態調査 2,000 票 し 137 票 1 4 26 票 1l票 66,9%

(3)要ノ急- ′｣伯 ｣ .宣 (要支援 1 ･ 2、 要介護 1 ) 2,000 票 1,0 2 2
画
, 1,019 票 3 票 5 1,1%

(4)要介護認定者実態調査 (要介護 2以上) 2,000 票 920 票. 916 票 4 票 46.0%

(5)日常生活圏域ニーズ調査 7,600 票 4,423 票 4,398 票 25 票 59.0%

(6)居宅介護支援事業所実態調査 213 票 134 票 131 票 3票 62,9%

(7)介護保険在宅サービス事業所実態調査 643 票 382 票 370 票 12 票 59 ,4%

(8)介護保険施設実態調査 33 票 22 票 21 票 l票 66,7%

(9)有料老人ホーム施設実態調査 29 票 12 票 1 1 *
◆ 1 票 4 1.4%

(lo)サービス付き高齢者向け住宅実態調査 30 票 17 票 17 票 0票 56.7%

② 公聴会の実施
平成 26年 12月に、 区民に中間報告を説明するため、 公聴会を実施しました。

(ァ) 日程 ･参加者等

12月 2日(火) 午後 7 時 ~ 8 時 30 分 保塚地域学習センター 4人

12月 4日(木) 午後 7時~ 8時 30分 竹の塚地域学習センター 24 人

12月 5日(金) 午後 2 時 ~ 3 時 30 分 鹿浜地域学習センター 16 人

12月 6日(土) 午後 2 時 ~ 3 時 30 分 シアター 1 0 1 0 7 人

12 月 8日(月) 午後 2 時 ~ 3 時 30 分 綾瀬ブルミエ 13 人

合 計 64 人

(イ) 主な意見 ･要望等

･介護保険料を値上げしないでほしい

･高齢者へのサービスをもっと充実してほしい

.施設をもっと増やしてほしい

･女性の地位を向上させてほしい

･公聴会の開催をもっと増やしてほしい
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囲 第1章 計画の概要 囲

③ 町会 ･自治会に対し、 12月 1 日から 2月 16 日までの間に l5か所での説明を実施

しました。

【説明内容等】
(1) 高齢者保健福祉計画 .介護保険事業計画 (中間報告)

(2) パブリックコメントの案内 (1月 9 日まで)

(3) その他介護保険制度全般

④ パ ブリックコメ ント※1の実施

(ァ) 実施期間

平成 26 年 12月 2 日 (火) ~ 平成 27年 1月 9日 (金)

(イ) 実施結果
168件 (個人 74件、 団体 6件)

(ウ) 主な意見 ･要望等

介護保険料について 59 件

介護保険制度について 62 件

施捐設整備について 13 4牛

その他 34 件

合 計 168 件

･介護保険料を値上げしないでほしい

･利用料の 2割負担はやめてほしい

･予防給付の訪問と通所サービスを地域支援事業に移行するのはやめてほしい

･特養の入所用件変更はやめてほしい

･特養等の施設をもっと増やしてほしい

･区の積立金を活用してほしい

･介護職員の育成支援に力を入れてほしい

※1パブリックコメント… 行政機関が意思決定を行う際に、 多様な意見を反映させるために行う手続き。
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囲 第1章 計画の概要 團

　 　 　 　　
　
　　 　　　　　　 　　　

　 　　　　　　　　　　　　　　

一 望

この計画は、老人福祉法に基づく高齢者保健福祉計画と、介護保険法に基づく 3年計画
として第 6期介護保険事業計画を包含した計画であり、 計画期間は、 平成 27年度 (西暦
2015年度) から平成 29年度 (西暦 2017年度) までの 3か年とします。
なお、 本計画は、 第 5期計画までの取り組みを踏まえ、また第 7期計画以降、 平成 37

年度 (西暦 2025年度) の目指すべき姿を念頭におき、 計画を策定し、 推進していくもの
とします。

【計画の期間と見直し】

22年度 l23年度 24年度 125年度 I26年度 27年度 28 年度 29年度 30年度 31年度 32年度

見直し 第 6期計画

見直し 第6期 (本計画)

l 見直し 第 7期計画(予定)



圏 第2 章 高齢者を取り巻く現状 皿

第2章 高齢者を取り巻く現状

( 1 ) 人口の推移

【人口の推移】
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囲 第 2章 高齢者を取り巻く現状 囲

【人口 ･高齢化率の推移】

一 室サ ムリしこ= - -

620,003 人 6 18 ,6 44

46,700 人 9 2 ,56 6

621,585 人 624,365 人 6 36,0 80

108,750 人 122,118 人 138,0 49

(17.5%) (19.6% ) (21.7%)

70,698 人 77,247 人 8 3, 6 42

(11.4%) (12.4%) (13.2%)

(7.5%) (15.o%)

前期高齢者
31,o35 人 6 0 , 399【65 ~ 74 歳】

(総人口"こ
(5.o%) (9.8%)占める割合)

後期高齢者
15,665 人 3 2 , 166【75歳以上】

38,052 人 44,871 人 54,4 0 7

(6.1%) (7.2%) (8.5%)
(総人口iこ

(2.5% ) (5.2%)占める割合)

※ 各年 1月 1日現在

- >× --二}〆
〉 -} ‐

6 4 1,8 88 64 4 ,4 48 645,671 人 669,143 人 6 70,3 8 5

146,390 人 153,232 人 157,831 人

(22.7%) (22.9%) (23,5%)

8 1, 109 人 83,835 人 85,905 人

(12.6% ) (12.5%) (12.8%)

14 2 )2 99 144 ,0 74

(22.2%) (22.4%)

髪ミ 【65 ~ 74 歳】
8 4 ,6 27

揆 (総人ローこ
(13.2%)豆 占める割合)

壽 後期高齢者
5 7 ,6 72畿 【75歳以上】

　　　　

盈 (総人口に
さ' (9･0%)占める割合)

※ 各年 1月 1日現在

8 2 ,39 1

(12.8%)

6 1,6 83 6 5 ,2 8 1 69,397 人 7 1,9 26

(10,1%) (10.4% ) (lo.7%)(9.6%)

足立区の昭和 60 年の総入 団ま620,003 人で したが、平成 26 年には、670,385

人となり、 当区の総人ロのピークと見込まれています。
高齢者人口では、 昭和 60 年の人口は 4 6 ,70 0 人でしたが、 平成 26 年には

157,831 人となり、 約 3,4 倍となっています。 とく に 75 歳以上人口の増加が

顕著となっており、 昭和 60 年の 15,665 人から平成 26 年では、 71,926 人と

なり、 約 4.6 倍となっています。

‐ 8 -



霊 第 2 章 高齢者を取り巻く現状 曰

く2 ) 人口の将来推計

【人ロの将来推計】

(ノリ

70 0 ,0 00 6 6 6 / 10 0
‐66 5 ,389

‐663,856 65 4 ,

4 4 7 79 46 4

27年 28年 29年 32年

※ 各年 10月 1 日現在 (足立区作成の人口推計を補正)

【高齢化率の将来推計】

(%)

24 ,9 25 . 1 25.3 2 5 ,4 24 .9

↓ ◇ - e

14 .7

13 ,4 - [ 13.3
13.2 12.9

･ e 宝 ………………-:……… ノ メ メー-‐‐‐-----… “

▲‐…---‐‐--▲---◆--‐. ---‐---

- - 11.5一
= .9

12 ,4
12 ,。 - ●

10 .2

30 .0

※ 各年 10月 1日現在 (足立区作成の人口推計を補正)
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【人口 ･高齢化率の将来推計】
±付こ --】 ≧- ^

-麗 こ々ぐ 三附き言説魚雷章三 ,なに ~ = ! ←きざ ‐き-を "で“ご縦 すき 二言公二ぞ‐ 為 に‐ 、攣ら-'う

663,856 人 654,947 人 も632刃20
U 666が4〇0 6 65,389

165,639 人 1 67,･‐165 人 167,940 入 江66が100 人 , 157,568

(25･3 % ) ‘
( (25･496)‐ “･(24･9 % )(24.9 %〉 (25.1 % )

前期高齢者
89,192 人 8 7, 70 1【65 ~ 74 歳】

86,617 人 78,78 1 人 64,552 人

(12,9%) (12.0%) (lo.2%)
(総人田こ

(13.4%) (L3.2%)占める割合)

【75 歳以上】
76,447 7 9 ,4 64 82,323 人 87,3 l9 人 9 3, 0 16

(12.4%) (13.3%) (14.7%)
(総人團こ

(11.5% ) (11.9%)占める割合)

高齢者人口は、 平成 27 年の 165,639 人が平成 29 年には 167,940 人に増加し
ますが、その後は下がり始め、平成 37 年には 157,568 人になると見込まれます。

特に後期高齢者人口は、 平成 27 年の 76,447 人が平成 29 年には 82,323 人に
増加し、 平成 30 年には前期高齢者数を上回り、 平成 37 年には 93,016 人に達す
る見込みです。
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( 1 ) 世帯数の推移

【世帯数の推移】
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※ 各年 10月 1日現在 (国勢調査)

【高齢者のいる世帯率の推移】
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【世帯数の推移】
一に さ す -≧ --ナテ --なきすらおすふきこなバメ ラ サ“そご‐二ゞ ‐#もち ,こ げ‘ 二千

-歯で
キラーぼますこさ ,べき参を一,饗しきれ雫隣れ≦さき,-“‐ゞ

世帯数 比率 世帯数 比率 世帯数 ･ 比率

則.o% 讓 26繃 閲‐o 鬮 静雄議 閲‐o纂襲

28.6% 1oo.o%
87,響 32.7% loo‐o%

106 4 17
33‐8% lo o .o

2 50 ,

7 1'

鞭者単 L8虚86
7‐4% 25.9%

2生理 9‐4% 28.6%
36 ' 17 5 u‐5% 3 4‐

齢者の 14 ,0 1

世帯 ="
6‐6% l9‐6% 19?Q会食 7‐1% 2 1‐8%

24 , 176 7‐7% 2 2‐

その他の 39 ,
世帯

l5 6% 54･5%
43,l生霊 l6‐2% 49‐6%

45 , 76 6 14‐6 4 3‐

※ 園 調 “各年 10月 1日現在

平成 12 年から平成 22 年にかけて、区内の世帯数は 250,848 世帯から 314,360 世
帯になっており、60,000 世帯以上増加しています。このうち、高齢者のいる世帯は
71,653 世帯から 106,117 世帯になっており 35,000 世帯増加 しています。

高齢者のいる世帯が全世帯数に占める割合は、 平成 12 年の 28.6%から平成 22 年
の 33.8%へと 5 % 増加しています。 高齢者のいる世帯のなかでは、 高齢者単身世帯
(ひとり暮らし高齢者) 及び高齢者のみ世帯の伸びが顕著です。
平成 22年には、高齢者単身世帯 (ひとり暮らし高齢者) は全世帯の 11.5%、高齢

者のみ世帯は全世帯の 7.7%となっており、 合わせて約 20 % が高齢者しかいない世
帯で占められています。
平成 22 年よりも高齢者が増加し、後期高齢者も増えていることから、 現在では

高齢者単身世帯 (ひとり暮らし高齢者)及び高齢者のみ世帯がさらに伸びているも
のと推測されます。



囲 第3章 計画の基本的方向 囮

第 3 章 計画の基本的方向

高齢者が地域で元気に

暮らし続けられるまちをめざして

前期計画 (平成 24 ~ 26 年度) では、 ｢高齢者が地域で元気に暮らし続けられるまち
をめざして｣を基本理念として、様々な高齢者施策に取り組んできました。本計画でも、
この基本理念を引き継ぎ、 更なる高齢者施策の推進に努めていきます。

区の高齢者人口は増え続けています。本計画期間中には区民の 4人に L人が高齢者で
構成されると推測され、さらには、団塊の世代すべてが後期高齢者となる平成 37 (西暦
2025年) 年まで、後期高齢者は増え続けていくと推測されています。加えて、これまで
も増加傾向にある、 ひとり暮らしや高齢者のみ世帯が増えることが推測されます。
こうした状況のもとでは、生活の基礎となる健康に留意し、元気であり続け、できる

限り体力の衰えを防ぎ、いきいきと日常生活を送ることが大切です。また、介護が必要
となっても尊厳を保ち自立した生活を送り、すべての高齢者が、住み慣れた地域で安心
して生活できるしくみづくりが求められています。

区では、 区民、 団体、 企業等との協働を推進し、 ｢自助 ･共助 ･公助｣ のバランスの
とれた福祉のしくみづくりを進めています。これからも区民の皆様が豊かな長寿を実現
できるよう庁内連携を強化し、 ｢高齢者が地域で元気に暮らし続けられるまち｣ を目指
していきます。
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日本は、 諸外国に例をみないスピー ドで高齢化が進行しています。

高齢者※l人口は、 現在 3,000 万人を超えています。 高齢化率※2は 25 % に達し、 国民の

約 4人に 1人が高齢者となっています。足立区でも、現在 65歳以上の高齢者数は 16万

人 (高齢化率 24 % ) を超え、 平成 28年には 25% を超えると予想されています。

このような状況の中、 団塊の世代 (約 800万人) が後期高齢者※3となる平成 37 (西暦

2025 年) 年以降は、国民の医療や介護の需要が、一層増加していくことが見込まれてい

ます。

このため、 厚生労働省は、 平成 37 (西暦 2025 年) 年を目途に、 高齢者の尊厳の保持

と自立生活の支援の目的のもとで、地域の包括的な支援 ･サービス提供体制 (地域包括

ケアシステム) の構築を推進しています。

地域包括ケアシステムとは、 重度な要介護状態となっても、 住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、 医療 ･介護 ･予防 ･住まい ･

生活支援を一体的に提供する仕組みのことです。

地域包括ケアシステム

0 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい
、

暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療･介護･予防･住まい･生活支援が一体的に提供される

地域包括ケアシステムの構築を実現。
0 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域

包括ケアシステムの構築が重要。
0 人口が横ばいで75歳以上入口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが入口は減少する

町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。
0 地域包括ケアシステムは、

.脅しふる : - H 梺一
席種霜、地域の自主性や主体性に基づき、地域の

鋒驫-- lk lt ｣ . J上げていくことが必要。

き
病気陰っ獲路･･ 地域包括ケアシステムの姿 搦めM 籠りなったら萎

　 　　　　　　　　　　　 　　 　 　
いつまで転湫煎‐暮らすために･･環 馨糜離 籍 , 生活支援.介證予防

纖膨搬獨概夢 等

詠声 ‐ 翌 ′ t して想定 j
老人笏ブ･自殺･繊弱〃 濁等、＼…′、. -……]レ .W }"‘…^ "- .…-.し….W ^̂ --"㈹--】-~…ゞ ｣ .▼.▲一.- -ミミノ……‐{≦-"レ一喝. レー ーメ-- W -- ‐- レノ

※厚生労働省資料より抜粋

※1 高齢者… 65歳以上の方。
※2 高齢化率… 高齢者人口の総人口に占める割合。
※3 後期高齢者… 75歳以上の方。
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本計画では、 6 つの施策の柱のもと、 18 の施策群と 49 の施策を体系化し、 基本理念の

達成を目指します。

施策の柱 /“ 施策群 と参事 ^
'クメ メ “

、 き¥ 施策 扇

施策の柱 1

高齢者の健康
を保持 ･増進
し、 社会参加
を進めます

1 生涯を通じた区民
の健康づくりを進
めます

(1) 区民自らが健康づくりを進めるしくみを
つくります

(2) 生活習慣病を予防できるしくみをつくり
ます

(3) 保健 ･医療情報を整備 ･提供します
2 介護予防を進めま
す

(1) 高齢者の介護予防を支援します
(2) 自ら介護予防を行う活動を支援します

3 高齢者の社会参加
を進めます

(1) 社会活動への参加を支援します
(2) 生涯学習を進めます
(3) 生涯スポーツ活動を進めます
(4) 就労を支援します

施策の柱 2

介護保険サー
ビスを適切に
提供します

1 介護保険施設の整
備を拡充します

(1) 入所 ･居住系施設を整えます
(2) 地域密着型サービス施設を整えます

2 介護保険サービス
を供給します

(1) 介護保険サービスを供給します
(2) 地域密着型サービス事業者を支援します
(3) 特別養護老人ホーム入所を調整します

施策の柱 3

高齢者の在宅
生活を支援し
ます

1 日常生活を支援し
ます

(1) 日常生活に必要なサービスを提供します
(2) 民間事業者等のサービス提供を支援しま

す

2 高齢者向け住宅の
確保を進めます

(1) 公共住宅を整備します
(2) 民間賃貸住宅を提供します
(3) 住宅改修を支援します

3 高齢者対応型のま
ちづくりを進めま
ず

(1) 総合的なまちづくりをします
(2) 公共的建築物を整えます
(3) 生活環境を整えます
(4) 公共交通機関を整えます

4 認知症高齢者の支
援を進めます

(1) 認知症の早期対応を進めます
(2) 認知症の正しい知識の普及啓発を図りま

す

5 介護者の支援を進
めます

(1) 家族会等の活動を支援します
(2) 介護者のメンタルヘルスの維持を支援し

ます
6 在宅医療 ･介護の連

携を進めます
(1) 居宅に関する医療機関と介護サービス事

業者等の連携を図ります

‐ 15 -



囲 第3章 計画の基本的方向 皿

‐ 16 ‐

施策の柱 施策群 , ゞ
、 ! ･ 施策

施策の柱4

高齢者の権利
を守るしくみ
を充実します

1 高齢者の権利を守る
しくみを充実します

(1) 高齢期への準備 (老い支度) を支援し
ます

(2) 成年後見制度の普及 ･支援を図ります

(3) 高齢者虐待への対応と防止を進めま
す

(4) 悪質な商法や詐欺等による消費者被
害の防止を進めます

施策の柱 5

福祉サービス
の質を高めて
いきます

1 福祉サービスの質の
確保と向上を目指し
ます

(1) 第三者評価を進めます

(2) 苦情などの解決を行います

(3) 介護保険事業者等との協働を進めま
す

2 人材の確保と育成を
進めます

(1) 人材の確保と育成を進めます

施策の柱 6

地域で支えあ
うしくみを充
奏します

1 情報提供と相談の体
制を整えます

(1) 情報提供を進めます

(2) 相談機能を高めます

(3) 各種サービスをコーディネートしま

す ･

(4) 地域の介護支援専門員等を支援しま
す

2 地域の包括支援体制
を整えます

(1) 地域包括支援センターの機能を充実
します

(2) 関係機関 ･団体との連携を強化します

3 地域の支えあい活動
を広めます

(1) 区民の支えあい活動を充実していき
ます

(2) 高齢者の見守り活動を推進します

(3) ひとり暮らし高齢者の孤立を防いで
いきます

(4) 災害時要援護者の避難支援を充実し
ていきます

(5) 保健福祉教育を進めます

4 幅広いボランティ
ア ･ N P O 活動を支援

します

(1) ボランティア ･ N P O を育成します

(2) ボランティア ･ N P O 活動を支援しま

す
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基本理念である ｢高齢者が地域で元気に暮らし続けられるまちをめざして｣ を実現して

いくために以下の施策を進めます。

1 高齢者の健康を保持 ･増進し、 社会参加を進めます
2 介護保険サービスを適切に提供します
3 高齢者の在宅生活を支援します
4 高齢者の権利を守るしくみを充実します
5 福祉サービスの質を高めていきます
6 地域で支えあうしくみを充実します

施策の柱 1 高齢者の健康を保持 ･増進し、社会参加を進めます
高齢者の多くが健康であり続けたい望んでいます。 いつまでも元気でいるために、 ま

た、 要支援 ･要介護状態に陥らないために、 適切な保健医療サービスや介護予防サービ

スを提供します。
高齢者が地域でいきいきと生活ができるよう、 また、 増加傾向にあるひとり暮らし高

齢者が閉じこもりがちになるのを防ぎ、 社会との交流が図れるよう、 高齢者の知識や経

験を活かした地域活動や生涯学習、 スポーツ活動などを支援し、 社会参加を促進してい

きます。

ミ テ施策群 " 施策 こ 掲載

1 生涯を通じた区
民の健康づくり
を進めます

(1) 区民自らが健康づくりを進めるしくみをつくり
ます

2 2 べ -ヅ

(2) 生活習慣病を予防できるしくみをつくります 23 べ -ヅ

(3) 保健 ･医療情報を整備 ･提供します 25 べ -ヅ

2 介護予防を進め
ます

(1) 高齢者の介護予防を支援します 26 へ◇一ヅ

(2) 自ら介護予防を行う活動を支援します 2 7 へoーヅ

3 高齢者の社会参加
を進めます

(1) 社会活動への参加を支援します 29 へoーヅ

(2) 生涯学習を進めます 30 へoーヅ

(3) 生涯スポーツ活動を進めます 3 0 べ -ヅ

(4) 就労を支援します 32 べ -ヅ
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施策の柱 2 介護保険サービスを適切に提供します
高齢者の多くは、 介護が必要となった場合、 主に介護サービスを利用しながら、 住み

慣れた自宅で暮らしたいと考えています。 医療と介護との連携を図りつつ、 要支援 ･要
介護者の一人ひとりの状態に対応した多様なサービスを提供して在宅生活を支えます。

在宅での生活が困難な方のためには、 入所型施設の整備を進め、 在宅サービスと施設
サービスのバランスのとれたサービス環境を整えていきます。

施策群、 ･
＼ もい 、、′ ~ 三 施策も き

･ 、、 二
、 掲載

1 介護保険施設の整 (1) 入所 ･居住系施設を整えます 33 ベーヅ

備を拡充します (2) 地域密着型サービス施設を整えます 3 3 べ‐ジ

ム言 (1) 介護保険サービスを供給します 3 3 ページ

掲載
33 へ◇一ヅ

33 へoーヅ

33 へoーヅ

34 へoーヅ

34 へoーヅ

2 介護保険サービス
を供給します

(2) 地域密着型サービス事業者を支援します
(3) 特別養護老人ホーム入所を調整します

施策の柱 3 高齢者の在宅生活を支援します
加齢とともに、 さまざまな生活上の支障が生じていくことがあります。 また、 ひとり

暮らし、 高齢者のみ世帯や認知症高齢者に対する支援は、 特に必要度が増してきていま
す。 尊厳を保ちながら自宅で安心して生活を送ることができるよう、 日常生活に必要な
各種支援策を、 介護保険と高齢者福祉サービスの連携をとりながら、 区民や民間事業者
とともに支援していきます。

また、 在宅での生活には、 医療と介護の連携が不可欠です。 認知症高齢者への対応や
在宅療養等さらに充実させていきます。

′
施策群 施策 掲載

1 日常生活を支援しま
す

(1) 日常生活に必要なサービスを提供します 36 べ -ヅ

(2) 民間事業者等のサービス提供を支援します 38 へ◇一ヅ

2 高齢者向け住宅の確
保を進めます

(1) 公共住宅を整備します 39 へoーヅ

(2) 民間賃貸住宅を提供します 4 0 へoーヅ

(3) 住宅改修を支援します 4 1 べ -ヅ

3 高齢者対応型のまち
づくりを進めます

(1) 総合的なまちづくりをします 4 2ハ･oーヅ

(2) 公共的建築物を整えます 43 ベーヅ

(3) 生活環境を整えます 4 4 へoーヅ

(4) 公共交通機関を整えます 4 5 バーヅ

4 認知症高齢者の支援
を進めます

(1) 認知症の早期対応を進めます 4 6 べ -ヅ

(2) 認知症の正しい知識の普及啓発を図ります 4 7 へoーヅ

5 介護者の支援を進め
ます

(1) 家族会等の活動を支援します 4 8 ベーヅ

(2) 介護者のメンタルヘルスの維持を支援します 4 9 へ◇一ヅ

6 在宅医療 ･介護の運
携を進めます

(1) 居宅に関する医療機関と介護サービス事業者
等の連携を図ります

50 ベーヅ

‐ 18 -
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施策の柱 4 高齢者の権利を守るしくみを充実します
団塊の世代が高齢者に加わり、 多くの区民が老いに直面しています。 安心して高齢期

を迎えることができるよう、 老い支度の支援を進めていきます。
また、 ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者が増加傾向にあり、 権利擁護の必要性が増

してきています。 成年後見制度支援事業や福祉サービス利用援助事業を効果的に連携さ

せ、 意思能力が不十分な方に対する支援を行います。
さらには、 高齢者の虐待や消費者被害 ･犯罪被害への対応も進めていきます。

ゞ ′ 施策群 ミ ニ .〆施策1 、掲載

1 高齢者の権利を守
るしくみを充実し
ます

(1) 高齢期への準備 (老い支度) を支援します 53 メーヅ

(2) 成年後見制度の普及 ･支援を図ります 5 4 ハ･
oーヅ

(3) 高齢者虐待への対応と防止を進めます 55 パージ

(4) 悪質な商法や詐欺等による消費者被害の防止
を進めます

5 7 べ -ヅ

施策の柱5 福祉サービスの質を高めていきます
各事業者がサービスの質の向上をはかり、 よりよいサービス提供を安定的に行うこと、

また利用者が自分に適した質の高いサービスを選択できることがとても重要です。 その

ため、 区は、 福祉サービス第三者評価の受審を支援します。
また、 誰もが安心して福祉サービスを利用できるよう、 サービスに対する不満等を相

談できる窓口を設置し、 苦情に適切かつ迅速に対応していきます。

施策群 施策 掲載 ,

1 福祉サービスの質
の確保と向上を目
指します

(1) 第三者評価を進めます 58 べ -ヅ

(2) 苦情などの解決を行います 59 へoーヅ

(3) 介護保険事業者等との協働を進めます 59 ベーヅ

2 人材の確保と育成
を進めます

(1) 人材の確保と育成を進めます 60 へoーヅ

掲載施策群“
" 施策
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施策の柱 6 地域で支えあうしくみを充実します
核家族化、 世代を問わず単身世帯が増加するなど、 ライフスタイルの変化は、 地域の

つながりを弱め、 高齢者が孤立するなど様々な課題を引き起こす要因となっています。
区では ｢孤立ゼロプロジェク ト ~ 絆のあんしんネットワーク ~ ｣ でいつまでも安心して
住み続けられるまちを目指しています。

高齢者の見守りについては、 町会 ･自治会、 民生 ･児童委員、 絆のあんしん協力員、
絆のあんしん協力機関が連携し、 地域包括支援センターを中心に行っていきます。

また、 地域包括ケアの推進役である地域包括支援センターの機能を充実するとともに
身近な地域で、 お互いを支えあうしくみを充実します。

元気な高齢者が支えあいの担い手としても期待されています。 地域活動やボランティ
ア ･ N P O 活動等への参加を支援していきます。

施策群 施 策 で
:
‘
“ 掲載

1 情報提供と相談の
体制を整えます

の 情報提供を進めます 64 へ◇-ヅ

(2) 相談機能を高めます 6 5 ゞ -ヅ

(3) 各種サービスをコーディネートします 66 ページ

(4) 地域の介護支援専門員等を支援します 6 7 ハ･oーヅ

2 地域の包括支援体
制を整えます

(1) 地域包括支援センターの機能を充実します 68 へoーヅ

(2) 関係機関 ･団体との連携を強化します 69 へoーヅ

3 地域の支えあい活
動を広めます

(l) 区民の支えあい活動を充実していきます 70 へoーヅ

(2) 高齢者の見守り活動を推進します 7 1へoーヅ

(3) ひとり暮らし高齢者の孤立を防いでいきます 72 べ -ヅ

(4) 災害時要援護者の避難支援を充実していきま
す

7 3 ベーヅ

(5) 保健福祉教育を進めます 74 へoーヅ

4 幅広いボランティ
ア ･ N P O 活動を支
援します

(1) ボランティア ･ N P O を育成します 76 ベーヅ

(2) ボランティア ･ N P O 活動を支援します 76 べ -ヅ



霊 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱1 囮

第4章 高齢者保健福祉計画

　 　 　 　　　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　
　
　 　

　
　 　 　 　 　 　 　　　　　　

高齢者の多くができる限り健康であり続けたいと望んでいます。高齢者実態調査全体では、
90 歳以上まで健康ですごしたいと回答した人が 3 割を超え、一番多くなっています。また、

一般高齢者の調査では、 約 95% の人が普段健康のために気をつけていることがあると回答

しています。栄養バランスなどの食事面や日頃から体を動かす等何らかの方法で健康に気を

つけていることがうかがえます。
いつまでも元気でいるために、 また、 要支援 ･要介護状態に陥らないために、 身近なとこ

ろでできる介護予防サービスの提供や自主活動への支援を行います。
また、 増加傾向にあるひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の人が家に閉じこもるなど、

孤立することを防ぎ、 社会との交流を維持できるよう支援します。
高齢者の知識や経験を活かした地域活動や生涯学習、スポーツ活動などを支援し、高齢者

の趣味や生きがいづくり、 社会参加を促進していきます。

★重点課題

(1 ) 介護予防事業の推進

① 高齢者の ｢健康寿命｣ を延ばすため、 健康の保持 ･増進を図る事

業等を一層充実するとともに、 ｢健康あだち 21 (第二次)行動計画J

に基づく区民運動を広げていきます。
② 本計画中に実施する介護予防 ･日常生活支援総合事業を視野に入

れ、高齢者へのバランスのとれたアプローチを行い、要介護状態に

なることを予防するための支援などを必要とする高齢者に対して、
サービスの提供を含めた適切な介護予防を推進します。

(2 ) 高齢者の社会参加の推進 ◎新規
高齢者が生涯にわたって学習や文化 ･スポーツ活動ができるよう、多

様な学習機会と活動の場を提供していきます。

‐ 2 1 ‐
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1 生涯を通じた区民の健康づくりを進めます

(1 ) 区民自らが健康づくりをできるしくみをつくります

区では ｢健康寿命の延伸 ･健康格差の縮小｣ を目標に、 ｢足立区に住んでいれば自
ずと健康になれる｣ 環境づくりを進めています。

特に、区民に罹患者の多い糖尿病対策に重点を置き、野菜から食べるベジ夕べライ
フの推進など健康無関心層であっても健康になれるような施策を展開します。地域に
おいて健康づくりを進める ｢健康づくり推進員｣や ｢自主グループ｣と共に取り組み、
区民の健康長寿を実現します。

事業
番号 事業名 事業内容等

計画目標数
担当課26年度

(見込み)
27年度 28 年度 29年度

すま

あだちベジタベライ
フの定着 くベジ夕べ

ライフ協力店数)

区民や業者等と区の
協働により、 ｢あだち
ベジ夕べライフ｣を地

域に定着させ、質、内
容の充実を進めます。

580 店 600 店 600 店 600 店

こころとからだの
健康づくり課
保健総合センター
(※)

2
健康づくり推進員の
育成 ･支援

地域健康づくり活動
を支援するため、健康
づくり推進員をより
効果的な活動内容に
絞り、育成 ･支援しま
す。

295 人 300 人 300 人 300 人

こころとからだの
健康づくり課
保健総合センター
(※)

3
自主グループの育
成 ･支援

様々な分野で健康づ
く 塀こついて自主的

に活動する区民のグ
ループを育成･支援す
る。

330
グを-ブ

300
ク"“-フ0

300
グルーフo

300

ゲを-7o

こころとからだの
健康づくり課
保健総合センター
(※)

4
.--“』≦′[ 花舂う言う,L :# ･“ -+･“‐ ･ ･ ““' '?‐

区民代表や学識経験
者により区の保健衛
生、福祉行政に関する
課題を協議する会議
を開催します。

4 回 3 回 3 回 4 回

福祉管理課
介護保険課
子ども家庭課
衛生管理課

議会の開催

※中央本町保健総合センターは、 平成 2 7 年4月から中央本町地域 保 健総合支援課に名称が変更となり

ます。 その他の保健総合センターは変更ありません。
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(2 ) 生活習慣病を予防できるしくみをつくります

生活習慣病は、喫煙 ･飲酒 ･食生活などの長い期間の生活習慣に起因するものが多

く、その改善によることで予防が可能です。さらに生活習慣病から要支援 ･要介護認

定者になることも多くなっており、 予防がより重要となっています。
そこで、特定健診 ･後期高齢者医療健診を始めとした検診等の受診率の向上を図る

とともに、結果に基づく予防などの支援を推進していきます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26 年度
(見込み)

27年度 28 年度 29 年度

1
特定健康診査 ･特
定保健指導

高齢者の医療の確保に
関する法律に基づき、
メタポリツクシンドロ
- ムに着目した特定健
康診査を実施します。
また、 特定健康診査の
結果を階層化してレベ
ルに合わせた特定保健
指導を行います。

50% 53% 67% 60%
保健予防課
国民健康保険課

2
後期 -
1′〉‘、･‐,. [ .^ ,Jq□

高齢者の生活習慣病の
早期発見及び健康の保
持増進を目的とした後
期高齢者医療健康診査
を実施します。

受診率
55 % 55 % 未定 未定

保健予防課
高齢医療 ･年金課康診査

3
胃がんハイリスク

検診

ペプシノゲン法 (P G

法)検査とピロリ菌抗
体検査を区内指定医療
機関で行います。

7'000

人
l1' loo

人
l1' 100

人
1L 100

人
保健予防課

4 大腸がん検診
便潜血反応検査を区内
指定医療機関で行いま
す。

2 1,200

人
23,00O

人
2 3,00O

人
23 ,00O

人
保健予防課

6 乳がん検診

マンモグラフィ (乳房

X 線撮影) と視触診を
併用した検診を区内指
定医療機関で行いま
す。

l2, 100

人
13,0 0O

人
13 ,00O

人
13,00O

人
保健予防課
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事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26 年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

6 子宮頚がん検診
子宮頚部の細胞診によ
る検診を区内指定医療
機関で行います。

18,500

人
20,250

人
20 ,250

人
20 ,260

人
保健予防課

7 肺がん検診
胸部X線検査と喀痰検
査を区内指定医療機関
で行います。

1,300

人
3,00O

人
3,000

人
3,000

人
保健予防課

8 前立腺がん検診
P S A 検査による検診
を区内指定医療機関で
行います。

430

人
500

人
500

人
500

人
保健予防課

9 上乗せ項目健診

特定健診 ･後期高齢者
医療健診時に、 ｢胸部
X 線検査、腎機能検査｣
を任意で行います。

99 ,000

人
10 5,000

人
105,000

人
l05,000

人
保健予防課

10 健康増進健診

特定健診 ･後期高齢者
医療健診の対象となら
ない生活保護受給中の
方などに特定健診と同
等の健診を行います。

610

人
700

人
700

人
700

人
保健予防課

11 成人歯科健診
歯周病を中心とした健
診を区内指定医療機関
で行います。

3,9 00

人
4 ,900

人
4 ,900

人
4 ,900

人
保健予防課

12

生活習慣病予防の
年代別栄養改善の
推進

健康的な食習慣の形成
と生活習慣病予防のた
めの栄養改善を、 乳幼
児から高齢者にいたる
まで、 ライフステージ

に応じて推進していき
ます。

127 回 135 回 140 回 140 回

こころとからだの

健康づくり課
保健総合センター
(※)

1 3
高齢者インフルエ
ンザワクチン予防

接種

高齢者インフルエンザ
ワクチン予防接種を希
望する方に、接種費用
の一部を助成します。

接種率
45 % 46 % 47 % 48 %

保健予防課

l4
高齢者肺炎球菌ワ
クチン予防接種

高齢者肺炎球菌ワクチ
ン予防接種を希望す
る、 接種対象年齢の方
に、 接種費用の一部を
助成します。 (接種済者
を除く)

接種率
23 % 27 % 31 % 35 %

保健予防課

※中央本町保健総合センターは、 平成 2 7年 4月から中央本町地域 ･保健総合支援課に名称が変更となり

ます。 その他の保健総合センターは変更ありません。
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回 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱1 削

(3 ) 保健 ･医療情報を整備 ･提供します

ますます多様化、個別化する区民の保健 ･医療ニーズに応えるためには、地域の保

健 ･医療情報を的確に提供するしくみが必要です。
そのため、保健衛生システム等による健康管理や生活環境に関する情報の分析を行

うとともに、国や都からの情報及びインターネットを利用して保健衛生情報の収集 ･

分析を行い、 これらの情報を区民の健康づくりのために積極的に提供していきます。
また、 区民からの医療に関する相談や苦情に応じます。

事業
番号 ＼“事業名 事業内容等

計画目標数
,担当課26年度

(見込み)
27年度 28年度 29 年度

l
保健衛生に関する
情報の収集･提供

国･東京都をはじめとし
た、各種保健･医療機関
との連携により最新情報
の収集を行い、得られた
情報･知識･経験などを
地域活動や区民への情
報提供素材として充実さ
せます。

随時 随時 随時 随時
衛生管理課
足立保健所

2 地域健康状況解析

保健衛生システム･厚生
行政総合情報システム
等を活用し、健康管理情
報の提供で省三欝二統
計資料の作成を行いま
す。

聡種類 15 種類 15 種類 15 種類 衛生管理課

3 医療安全相談

区民からの、区内の医療

関係施設や薬局等に関
する苦情や相談を受け
ています。

700 件 700 件 700 件 700 件 生活衛生課
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圃 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱1 皿

2 介護予防を進めます

( 1 ) 高齢者の介護予防を支援します

日常生活動作 (A D L ) は比較的良好で外出が可能であるにもかかわらず、身体が
虚弱であるなどの理由から行動が消極的になり、閉じこもりになる方が少なくありま
せん。その結果、さらに足腰が弱くなるなど介護が必要な状態になりやすい状況にな

って しまいます。

このような状態に陥らないよう、介護予防教室等を開催し、必要な方には介護予防
プラン作成や家庭訪問を行うことなどを通じて、 健康増進と介護予防を図ります。
また、法改正に伴う新たな生活支援 ･介護予防サービスを充実させ、高齢者の社会

参加を進めます。

事業
番号

事業名 二事業内容等
計画目標数、

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29 年度

1

介護予防リーダー
の育成
< 新規 >

地域の介護予防を目的
とした取り組みをして
いるグループの活動を
担うリーダーを育成し
ます。

検討 20 人 25 人 30 人 高齢サービス課

2
保健師等による訪
間指導事業

電話や面接による相談
に対応し、 必要に応じ

て保健師が家庭訪問を
行います。 また、 関係

機関と連携をはかるこ
とにより、 効果的な相
談、 支援体制を構築し
ます。

350 件 350 件 300 件 300 件
保健総合センター
(※)

3

地域包括支援セン
ター一般介護予防
教室事業

介護予防の啓発や介護
予防の地域づくりのた
めに、 地域包括支援セ
ンターが介護予防教室
を開催します。

900 人 900 人 900 人 900 人 高煎りービス課

6
らくらく教室
(通所型)

要介護状態になる可能
性の高い方に対し、 運
動機能向上や口腔機能
の向上、栄養改善を組
み合わせた教室を開催
します。

l,400 人 l,500 人 1,500 人 1,500 人 高齢サービス課

※中央本町保健総合センターは、 平成 2 7年4月から中央本町地域 ･保健総合支援課に名称が変更となり

ます。 その他の保健総合センターは変更ありません。
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国 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱1 圏

(2 ) 自ら介護予防を行う活動を支援します

高齢者が健康で生きがいを持って毎日を過ごせるよう、健康づくりや介護予防事業

を積極的に推進するとともに、地域における生きがいづくりや社会参加を支援します。
そのため、自主的活動への支援を行うとともに、健康づくり自主グループの育成を

進めていきます。さらに、身近な施設に定期的に集まり活動する場を提供することを
通じて、 健康増進 ･閉じこもり予防を支援していきます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29 年度

14

自主グループの育
成
< 新規>

社会参加促進のための
高齢者の自主的な健康
づくりグループを育成
します。

50
グループ

65
グループ

60

ダル一ブ
高齢サービス課

2
高齢者入浴事業 (ゆ
~ ゆ~ 湯入浴事業)

4 月 1 日現在、 70 歳以
上の高齢者に対し、 毎
月 第二 ･第三 ･第四週

のうち、 各 1 回 350 円

引きで入浴できる ｢ゆ
~ ゆ~ 湯入浴証｣ を発
行します。

4 lo,000

人
4 19 ,0 0O

人
4 28,000

人
437,0 00

人
高齢サービス課

3
はつらつ教室
(通所型)

屋内で気軽に介護予防
に取り組めるよう、 運
動機能向上や閉じこも
り予防を目的とした教
室を開催します。

3,20 0

人
6,80 0

人
6 ,800

人
6 ,800

人
高齢サービス課

4
、

パークで筋トレ

公園や遊歩道を活用
し、 ストレッチや筋力
トレーニング、 ウオー

キング等、 気軽に参加
でき、 参加者が自主的
に継続していけること

を目標に事業を開催し
ます。

10,250

人
11'700

人
13, 150

人
l4,600

人
スポーツ振興課

5 ウオーキング教室

ハー橇許や遊歩道等を

活用し、 安全で気軽に
ウオーキングを楽しみ
ながら、 自主的に実践
していくことを目的に

開催します。

750 人 800 人 850 人 900 人 スポーツ振興課

6

地域ミニデイサー

ビス (ふれあい遊湯
う) 事業

銭湯を会場としたミニ
デイサービス、 健康チ

エックや趣味いきがい

活動を実施して、 介護
予防と閉じこもりを防
止します。

454 回 460 回 460 回 460 回 高齢サービス課
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱1 皿
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事業
番号 事業名 事業内容等

計画目標数
担当課26年度

(見込み)
27年度 28年度 29年度

6
高齢者ボランテイ
ア (元気応援ポイン
ト)

ボランティア登録をし
た高齢者が元気応援ポ
イント事業受入施設等
で指定されたボランテ
ィア活動を行い、 活動

実績に応じて事業活動
交付金を交付します。

登録者数
l,785 人 1,800 人 1,900 人 2,000 人

介護保険課

7
悠々会館健康体操
事業

悠々会館を利用し、 運
動経験の少ない高齢者
を対象とした健康体操
教室を実施します (30
人×8 回の教室を年 2

回実施)。

参加者数
480 人 480 人 480 人 480 人

住区推進課



圈 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱1 囲

3 高齢者の社会参加を進めます

( 1 ) 社会活動への参加を支援します

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加するなか、高齢者の孤立防止と生きが
いや健康づくり活動を支援し、社会参加の機会を広げること“こより地域で支えるしく
みづくりを進めます。
社会活動への参加を促進するために、老人クラブへの支援や、住区センター (悠々

館) などで実施する事業の支援を行います。

事業
番号

事業名 事業内容等 、

、 ‐ 計画 標数
担当課26年度

(見込み)
27年度 28 年度 29年度

1
老人クラブ指導助
成事業

老人クラブが地域の社
会活動の担い手となる
よう支援します。

177クラブ 177クラブ 177クラブ 177クラブ 高齢サービス課

暑 敬老祝い事業
88歳 (米寿)、99歳 (白
寿) を迎える方に記念
品を贈呈します。

2,303 人 2,300 人 2,400 人 2,500 人 高熱きりービス課

3
住区センター

(悠々館) 等の運営

高齢者が憩える場を提
供し、 住区センター

(悠々館) などの、 60
歳以上の区民 1人あた
りの年間利用回数を増
やしていきます。

生 2

回/ 人
4 ,3

回/人
4 ,4

回/人
4 .5

回/人 住区推進課
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鬮 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱l 圏

(2 ) 生涯学習を進めます

高齢者に多様な生涯学習の場を提供することを通じて、生きがいづくりの促進や交

流の場の提供に努めます。そのため、学習情報や機会を提供するとともに、学習会や

講座などへの各種支援を行います。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課 '26年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

l
学習情報 ･機会の提
供事業

イ ンターネットを活用

し、 学習機会や指導者
情報、 サークルに関す
る情報を提供するとと
もに、 電話等による学
習相談にも対応してい
ます。 また高齢者が利
用しやすい学習機会を
提供します。

5,598

講座
(※)

4 ,500

講座
4 ,500

講座
4,500

講座地域文化課

2 学び応援隊事業
地域の学習会や学校の
授業に、 無償で講師を
派遣します。

160 件

(※)
150 件 150 件 150 件

地域文化課

3
あだち区民大学塾
の支援事業

区民を対象に、 区民講
師を中心とした学習講
座を区民の学習支援ボ
ランティアが企画運営

する協働型学習事業で
す。

15事業
(※)

15 事業 15 事業 15 事業
地域文化課

4
生涯学習ボランテ

イア活動の推進事
業

高齢者の生江些nn i、“
. ′ 冨ノJ孑J

の地域活動を促進する
ため、 ボランティア養

成講座の実施、 活動の
場、 機会の提供等の支
援を行います。

300 人

(※)
330 人 330 人 330 人

地域文化課

6

地域学習センター
登録団体による出
張講座･発表支援事
業

地域学習センターで活
動している登録団体が

,声が片 白 .寺 ℃再再!堂 ･

発表を行うことで、 日

頃の学びの成果を地域
に還元します。

129 回 140 回 140 回 l40 回 地域文化課

6
生きがい奨励金支
給事業

生涯を通じた社会参加
と人生を充実させる一
助として、70 歳以上で

申出のあった方に対し

て、 3,000 円分の区内

共通商品券をお渡しし
ます。

l19,079

人
l20 ,000

人
120 ,00O

人
120 ,000

人
地域文化課

※高齢者を含めた区民全体を対象とした件数です。



囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱T 囲

(3 ) 生涯スポーツ活動を進めます

高齢者に多様な運動 ･スポーツ、 交流の場を提供し、 生きがいづくり、 健康づくり

の促進とともに自主的な活動を支援していきます。

事業
番号

事業名 も“ 事業内容等

一言十画ヨ標数
担当課、26年度

(見込み)
27年度 28年度 29年度

14

高齢者の健康体力
づくり活動の機会
提供事業

総合型地域クラブに
よる高齢者を対象と
した事業を開催しま
す。

25 事業 30 事業 35事業 35事業 スポーツ振興課

2
学校施設の地域間
放事業

学校施設を地域住民
に開放し、高齢者の運
動 ･スポーツ、 文化活

動の日常化を推進し
ます。

60 団体 65団体 70 団体 70 団体 スポーツ振興課

3
スポーツ推進委員
会による事業

高齢者を中心に体力
測定を実施し(スポー

ツカーニバル)運動 ･

スポーツを始めるき

っかけづくりに発展

させていきます。

350 人 450 人 500 人 500 人 スポーツ振興課

4
スポーツ施設高齢
者対象事業

高齢者を対象とした
健康体力づくり事業
を開催していきます。

140 事業 L40 事業 140 事業 140 事業 スポーツ振興課

6
体育協会による活
動支援事業

体育協会加盟団体の
言鮴贅の継続的な運
動 ･スポーツ活動に対

して支援していきま
す。 (高齢者登録数)

30,000 人 30,000 人 30,000 人 30,000 人スポーツ振興課

‐ 3 1 -



囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱1 回

(4 ) 就労を支援します

急速な高齢化が進むなかで、高齢者の就労意欲が高まってきています。就労の場を
提供することを通じて、 生きがいづくりの促進や社会参加の場の提供に努めます。
そのため、 就労相談や就労機会の提供、 起業の支援を行います。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26 年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

l
シルバー人材セ
ン夕一助成事務

シルバー人材センターを
支援し、高齢者就業機会の
拡充を図っていきます。

3,900 人 4,100 人 4 , 100 人 4,100 人 就労支援課

2
就労相談室の就
労相談

東京芸術センター8 階の就
労相談室では、 内職、 シル
バー人材センターの案内、
中高年の就労相談を行っ
ています。

l,400 件 1,500 件 1,500 件 1,500 件 就労支援課

3 起業家育成事業
起業を志す方を対象とし
た連続セミナーを開催し
ます。

50 人 60 人 60 人 60 人 中小企業支援課

4
青井授産場の管
理運営事業

高齢者及び生計が困難な
方に、設備と仕事を提供し
ます。

26 人 30 人 30 人 30 人 高齢サービス課

‐ 3 2 ‐



囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱2 国

高齢化の進展に伴い、後期高齢者や単身世帯、認知症の高齢者が増加することが見込まれ

ています。 足立区においても、 平成 30年頃に後期高齢者の人数が前期高齢者の人数を上回

ると推測され、 介護を必要とする方の増加が見込まれています。
こうした中、要介護状態になっても、尊厳を保ちながら自立した生活を安心して送ること

ができるよう、 介護保険サービスを提供していく必要があります。
高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるようにする

ために、 ｢小規模多機能型居宅介護｣ や 24時間対応の ｢定期巡回 ･随時対応型訪問介護看

護｣ などの地域密着型サービスを整備していきます。
また、在宅での生活が困難な方のために、 ｢特別養護老人ホーム｣ や ｢認知症対応型共同

生活介護 (グループホーム) ｣ についても、 計画的に整備していきます。

★重点課題
(1 ) 施設整備の推進

在宅介護では生活の継続が困難な人に対応するため、 施設整備を進めま

す。整備にあたっては、単身高齢者、高齢者のみ世帯の増加や制度改正によ

る入所対象者の変更、 75歳以上高齢者の伸び率等を考慮し、 計画的に進め

ていきます。

1 介護保険施設の整備を拡充します

(1) 入所 ･居住系施設を整えます

介護保険施設計画については、 第 5章 介護保険事業計画 (93ページ) をご覧くだ
さ い。

(2) 地域密着型サービス施設を整えます

地域密着型サービス施設計画については、 第 5章 介護保険事業計画 (91 ページ)

をご覧ご覧ください。

2 介護保険サービスを供給します

(1) 介護保険サービスを供給します

介護保険サービスについては、 第 5章 介護保険事業計画 (94ページ以下) をご覧
ください。

- 33 -



回 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱1 皿

(2 ) 地域密着型サービス事業者を支援します

認知症高齢者グループホーム等の連絡会を開催し、事業者と情報交換 ･意見交換を

行っています。また、事業者と協力し、利用者向けのガイ ドブックを作成しています。

事業
番号 事業名 事業内容等

計画目標数
担当課26年度

(見込み)
27年度 28 年度 29年度

1

認知症高齢者ダル
一プホーム連絡協
議会の実施
< 新規 >

事業者との意見交換 ･連
絡調整をしています。

10 回 6 回 6 回 6 回 介護保険課

‐2

小規模多機能サー
ビス連絡会の実施
< 新規 >

事業者との意見交換 ･連
絡調整をしています。

6 回 6 回 6 回 6 回 介護保険議

3

定期巡回 ･随時対

事業者との意見交換 ･連
絡調整をしています。

4 回 4 回 4 回 4 回 介護保険課事業者連絡会の美
施
< 新規>

4

地域密着型サービ
ス事業者ガイドブ

ツクの配布

< 新規>

利用者が事業者を選ぶ際
に参考にしてもらうため
の情報提供ガイ ドブック
を配布します。

50 部 60 部 50 部 50 部 介護保険課

(3 ) 特別養護老人ホーム入所を調整します

足立区では ｢足立区特別養護老人ホーム入所調整運営要綱｣ に基づき、特別養護老人

ホーム入所検討委員会を設置し、 公平かつ適切な入所ができるよう調整しています。
なお、 今期から、 特別養護老人ホームに入所できるのは原則として要介護 3 ~ 5 の方

に限られ、要介護 1･2 の方は一定の要件のもとに入所が認められることとなりました。

事業
番号 事業名 事業内容等

計画目標数
担当課26年度

(見込み)
27年度 28 年度 29年度

l
特別養護老人ホー
ム入所検討委員会
の運営

特別養護老人ホーム入居
申込者について、 入所の

優先順位を決定します。

6 回 5 回 5 回 6 回 高齢サービス課

‐ 34 ‐



回 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 彊

高齢者実態調査全体で約 6割の方が、介護が必要となっても自宅で生活がしたいと回答し

ています。
しかしながら、今後増加が見込まれる単身高齢者に限ると、 5割弱となっています。 住み

慣れた自宅で生活を続けたいと思っていても、介護が必要となった場合、ひとり暮らしでの

不安はより大きいものとして考えられていると思われます。
高齢化が進み、 団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 (西暦 2025年) 年には、後期高齢

者は 9万 3千人を超えると推計され、地域で支える地域包括ケアシステムのしくみづくりを

推進しなければなりません。
より多くの人が、住み慣れた地域での自立した生活が安心してできるよう、在宅医療と介

護の連携、介護保険サービスと日常生活支援サービスの連携を図り、在宅生活を支援してい

きます。
また、今後増えると推測される認知症対策にも力を入れ、認知症の人が地域で安心して暮

らすことができるよう支援します。

★重点課題
(1 ) 医療と介護の連携

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、 住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを生涯続けられるよう!こ、また、 在宅医療と介護サービスを一

体的に提供していくために、 居宅に関する医療機関と介護サービス事業

者などの連携を推進していきます。
(2 ) 認知症の人と家族に対する支援

認知症の人と家族が地域で安心して暮らせるようをこ、 認知症の人に行

動 ･′心理症状 (B P S D ) が発生してからの事後的な対応から早期 ･事

前的な対応に、 認知症ケアの流れを変化させていきます。
(3 ) 高齢者見守りネットワークの推進

町会 ･自治会や各種団体との連携を深め、 高齢者が安心して地域で生

活ができるよう、 ｢絆のあんしんネットワーク｣ の強化を図るとともに、
地域包括支援センターを中心とした高齢者への見守り活動も推進してい

きます。

‐ 3 5 -



囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 囲

1 日常生活を支援します

(1 ) 日常生活に必要なサービスを提供します

区では、介護保険サービス以外でも高齢者の日常生活を支援するため、緊急通報シ

ステムの設置や住宅改修、シルバーカーなどの日常生活用具や紙おむつの支給等のサ
ービスを提供しています。
また、高齢者宅で掃除などのお手伝いをボランティアが行う社会福祉協議会の事業

を支援します。

事業
番号

事業名 ≦ - 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

1
高齢者日常生活用
具給付事業

ねたきりやひとり暮らし
の高齢者に日常生活用具
(シルバーカー、電磁調理
器など) を給付します

1,l00 件 1,15 0件 1,20 O件 1,250 件 高齢サービス課

2
高齢者住宅改修給
付(予防給付)

日常生活動作に低下が認
められる方に、 手すりの

設置や段差解消及び設備
費の一部を助成します。

70 件 75 件 80 件 85 件 高齢サービス課

3
高齢者住宅改修給
付 (設備改修)

日常生活動作に低下が認
められる方に、 在宅生活
の継続ができるよう浴槽
の取り替え、 便器の洋式
化などの改修費の一部を
助成します。

222 件 230 件 240 件 250 件 高齢サービス課

4
高齢者寝具乾燥消
毒事業

ねたきり高齢者等の寝具
消毒乾燥を実施します。

100 人 105 人 1I0 人 115 人 高齢サービス課

5
紙おむつの支給事
業

ねたきり高齢者に紙おむ
つ等を支給します。

1,200 人 1,300 人 1,400 人 1,500 人 高齢サービス課

6
救急医療情報キッ
ト支給事業

健康に不安のある高齢者
又は障がいの手帳をお持
ちの方に医療情報を記入
し冷蔵庫に保管するキッ
トを支給します。

600 人 550 人 500 人 600 人 高齢サービス課

7
緊急通報システム
の設置事業

緊急時にペンダント式の
ボタンを押すと民間事業
者 ･消防署(119番)に通報
する装置を給付します。

1,l70 人 l,270 人 1,370 人 1,470 人 高齢サービス課

8 ･ " " ] ‐円 , …- Rh n奴

置事業

ひとり暮らし高齢者の安
否の確認、相談連絡、 孤
独感の解消をはかるため
福祉電話を設置し、 基本
料金の助成を行います。

貸与
20 台

料金助成
20 人

l8 台

18 人

16 台

16 人

14 台

14 人

高齢サービス課

‐ 36 -



囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 四
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事業
番号 事業名 事業内容等

計画目標数
担当課26年度

(見込み)
27年度 28年度 29年度

9
高齢者訪問理美容
サービス事業

ねたきりの高齢者に理
髪 ･美容訪問サービスを
提供します。

理容
620 人

美容
320 人

630 人

330 人

640 人

340 人

650 人

350 人

高齢サービス課

lo
徘徊高齢者位置検
索システム費用助
成事業

認知症により徘徊行動の
ある高齢者を介護する区
内の親族が位置検索シス
テム事業者と契約した際
に加入 ･検索料を助成し
ます。

5 人 10 人 15 人 20 人 高齢サービス課

=
高齢者在宅サービ
スセンター西新井
の運営

在宅の要介護者等の適所
施設である ｢区立高齢者
在宅サービスセンター西
新井｣ について指定管理
者制度を利用し、 運営し
ます。

1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 局面,リービス課

12
住宅改修支援事業
(理由書作成)

介護保険の住宅改修費支
給申請に係る理由書を介
護支援専門員等が作成し
た場合、 その事業者に費
用を助成します。

120 件 120 件 12 0件 120 件 介護保険課

1 3
あったかサービス

事業

事業に協力していただけ
る区民 (協力会員) が、
高齢者や障がいがある方
で家事等の支援を必要と
する方 (利用会員) に対
し、 生活支援や生きがい
支援を行います。

提供回数
10'000

人
n '000

人
12,000

人
13,00O

人

社会福祉協議会
高齢サービス課

14
高齢者身の回り応
援隊事業

区民の応援隊員が高齢者
世帯の ｢ちょっとした困

りごと｣ のお手伝いを行
います。

300 件 330 件 360 件 390 件
社会福祉協議会
高齢サービス課

15 車いすの貸出
一時的に車いすが必要な
区民に貸出をします。

延べ件数
1,0 79 台 l'070 台 L 070 台 l'070 台

社会福祉協議会

16
シノレバーステッキ

の交付

高齢者の歩行の安全をは
かり、 日常生活を援助す
るため、 杖を交付します。

交付本数
1,884 本 1,500 本 1,500 本 L 600 本

社会福祉協議会

17
高齢者おはよう訪
問

在宅のひとり暮らしの高
齢者を対象に乳酸菌飲料
を届けることにより、安
否確認をし、 孤独感の緩
和に役立てます。

月平均
1法38 件 1,150 件 1,160 件 1,170 件

社会福祉協議会



彊 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 圏

(2 ) 民間事業者等のサービス提供を支援します

高齢者の在宅での日常生活を支えるためには、 区の施策のみでは成り立ちません。
多くの民間事業者やボランティア等様々な人々との協働が必要となっています。
高齢者の日常生活を支えている配食サービスや老人クラブの友愛実践活動等、事業

者や区民等の活動を支援していきます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29年度

l
配食サービス促進
事業

民間事業者に赳緘する
｢あだち配食サービス

協力店｣ と協働し、 P
R 活動や各種研修等を
支援します。

6 30 ,000

食
640 ,000

食
650 ,00O

食
660 ,000

食
高齢サービス課

2
友愛実践活動への
支援

老人クラブの会員が、
地域のひとり暮らしや
ねたきり高齢者を訪問
し、 孤独感解消のため
の話し相手や日常生活
援助などを行います。

119クラブ 12〇クラブ 125クラブ 13〇クラブ 高齢サービス課

3
福祉有償運送事業
者への支援

N P O 法人等の実施す
る瞳がい者等移送サー
ビスを、 地域福祉推進
事業の一環として支援
します。

推進 推進 推進 推進 陣がい福社課

4
食事サービス支援
事業

高齢者の食生活の向上
及び孤独感の解消のた
め、定期的に配食サー
ビスを提供しているボ

ランティアグル - ブを

支援します。

48 回 48 回 48 回 48 回 社会福祉協議会
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 間

2 高齢者向け住宅の確保を進めます

( 1 ) 公共住宅を整備します

民間集合住宅の借上げによるシルバービア住宅や軽費老人ホームの提供とともに、
区営住宅 ･都営住宅 ･公社住宅 ･ U R (独立行政法人都市再生機構) 賃貸住宅等の建

て替えや大規模改築に際し、床の段差解消や手すりの設置等居住者の高齢化に対応し

た居室のバリアフリー化を促進していきます。
また、都市型軽費老人ホームについては、特別養護老人ホームに併設して整備しま

す。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画E標数

…担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

"‐▲

シルバーハウジン
グ ･シルバービアの

管理運営

高齢者の居住の安定と安
心 ･安全をはかるため、 緊
急通報システムが整備され
た高齢者専用住宅の管理運
営を行っていきます。

423 戸
･ 423戸 423 戸

一 42 3 戸
･ 住宅･都市計画課

(※)

2
区営住宅の建替推
進

単身者向け、 多世代同居用
など多様な形態の住宅への
建て替えを推進します。

推進 推進 推進 推進
住宅･都市計画課
(※)

3
既存公営住宅 (都営
住宅) 等の改善

既存公営住宅の建て替え等
にあたって、 高齢者のため

にスロープや手すりの整

備、 エレベーター設備の改

善をはかります。

促進 促進 促進 促進
住宅･都市計画課
(※)

,4

軽費老人ホーム (都
市型軽費老人ホー
ムを含む) を支援し
ます

食事や入浴、 各種相談等の
サービスが受けられ、 健全

で安心した生活を維持する
ことのできる施設を支援し
ます。

3 か所 3 か所 3 か所 4 か所 高齢サービス課

, 6

軽費老人ホーム
ケアハウス六月の

運営

食事や入浴、 各種相談等の
サー ビスが受けられ、 健全

で安心した生活を維持する
ことのできる ｢区立ケアハ

ウス六月｣ について指定管

理者制度を利用し運営しま
す。

1か所 1 か所 1 か所 1か所 高齢サービス課

6
都市型軽費老人ホ
ームの整備助成

基準を緩和した経費老人ホ
ームを特別養護老人ホーム
に併設して整備することを
支援します。

0 か所 l か所 1 か所 0 か所 高齢サービス課

※住宅 ･都市計画課は、 平成 27年度から住宅課となります。
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 囲

(2 ) 民間賃貸住宅を提供します

民間事業主体による高齢者向け住宅 (高齢者向け優良賃貸住宅制度)を提供します。
また、民間賃貸住宅の高齢者への賃貸が敬遠されがちなため、｢あんしん入居制度j

を周知し、 高齢者の賃貸住宅への入居を促進します。

事業
番号 事業名 事業内容等

計画目標数＼
担当課26年度

(見込み)
27年度 28年度 29 年度

l
高齢者向け優良賃
貸住宅への家賃助
成

高齢者の居住の安定と
安心 ･安全をはかるた
め、 緊急通報システム

が整備された住宅の家
賃を助成します。

73 戸
･ 73 戸･ 73 戸 73 戸

･ 住宅 ･都市計画課
(※)

2
高齢者世帯向け民
間賃貸住宅あっせ
んの促進

住宅を必要とする高齢
者に対して宅建協会を
通じ民間賃貸住宅のあ
っせんを促進します。

1 件 12 件 l2 件 12 件 建築安全課

3
あんしん入居制度
の普及

郡の高齢者等入居支援
事業である ｢あんしん
入居制度｣ を区民に周
知し、高齢者等の賃貸
住宅への入居促進をは
かります。

推進 推進 推進 推進 高齢サービス課

※住宅 ･都市計画課は、 平成 27年度から住宅課となります。
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 回

(3 ) 住宅改修を支援します

段差の解消や手すりの設置など、高齢者の身体機能や日常生活動作の低下に応じた

住宅の改修ができるようるこ支援策を充実させます。

事業
番号

事業名
※ 担当課

事業内容等
計画 標数-

担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

1 住宅改良助成事業

高齢化等による身体機
能低下に対応する家屋
内の段差解消や高齢者
専用部屋の増設に対
し、 工事費の一部を助
成します。

4 件 10 件 10 件 10 件 建築安全課

2
高齢者住宅改修給
付く予防給付)
◇再掲

日常生活動作に低下が
認められる方に、 手す
りの設置や段差解消及
び設備費の一部を助成
します。

70 件 75 件 80 件 85 件 高齢サービス課

3
高齢者住宅改修給
付 (設備改修)
◇再掲

日常生活動作に低下が
認められる方に、 在宅
生活の継続ができるよ
う浴槽の取り替え、 便
器の洋式化などの改修
費の一部を助成しま
す。

222 件 230 件 24 6 件 250 件 高齢サービス課

‐ 4 1 ‐



剛 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 圏

3 高齢者対応型のまちづくりを進めます

( 1 ) 総合的なまちづくりをします

高齢者を含めたすべての区民が、安全 ･安心で快適な暮らしができるよう、 ｢足立

区ユニバーサルデザインのまちづくり条例鍼こ基づき道路や公園、公共的建築物など

の生活環境を整備します。
また、区民 ･事業者との協働により、まちづくりを計画的 ･総合的に推進していき

ます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29年度

1▲

ユニバーサルデザ
イ ンに配慮したま

ちづくりの推進

｢東京都福祉のまちづ
くり条例｣ や ｢足立区
公共施設等整備基準｣
に基づき、 建築計画の
確認申請時等に、 建設
主や事業者と事前協
議 ･調整を行っていき
ます。

推進 推進 推進 推進
瞳がい福社課
都市計画課
開発指導課

2
福祉のまちあるき
実施

区民参加のまちづくり
をめざし、 障がい者等
と協働でまちのバリア

フリー点検を行い、 利

用者の声を活かしてい
きます。

推進 推進 推進 推進 障がい福祉課
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 皿

(2 ) 公共的建築物を整えます

多くの方の利用が見込まれる施設建設にあたっては、ユニバーサルデザインに配慮

した施設づくりを促進します。
また、民間の施設においても、施設の管理者 ･設置者に高齢者 ･陣がい者などに配

慮するよう理解と協力を求めていきます。

事業
番号

事業名 主事業内容等
計画E標数“ - ' 秀一

担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29 年度

･l
公共的民間建築物
の整備促進

建築関係団体に対し、
｢東京都福祉のまちづ

くり条例｣ の普及啓発
をはかります。 民間施
設の管理者 ･設置者に
指導 ･助言を行い、 理
解と協力を求めます。

促進 促進 促進 促進 障がい福祉課

2 公共建築物の整備

｢東京都福祉のまちづ
くり条例｣ や、 まちづ
くり推進条例に基づく
｢足立区公共施設等整

備基準｣ による高齢
者 ･障がい者などに配
慮した施設づくりを促
進していきます。

促進 促進 促進 促進
障がい福祉課
都市計画課
関係各課
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(3 ) 生活環境を整えます

身近な生活環境の整備として、安全で快適な歩行空間を確保していくため、歩道の
拡幅 ･段差の解消、視覚陣がい者用ブ.ロックの設置、電線の地中化などを今後も進め
るとともに、近隣住民の理解と協力を得ながら音声付信号機の設置などを関連機関に
要望していきます。
また、公園などの施設のアプローチや施設内での移動に配慮した施設づくりを推進

します。そのために、段差部分のスロープ化、触知案内板、垂直移動設備の整備など

高齢者や陣がい者にやさしい施設づくりを推進します。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

主
安全で快適な歩道
の整備

幅員の狭い歩道の安全
性を高めるために有効
幅員の拡張や、 段差解
消などの整備を進めて
います。

推進 推進 推進 推進 工事課

2 、高齢者等にやさし
い公園の整備

誰もが利用しやすい出
入口、 園路、 ベンチ等
を整備し、 四季を通じ
て楽しめる公園を整備
していきます。

累計
24 か所 26 か所 28 か所 30 か所

みどり推進課

3
交通安全教育の裏
施

高齢者交通事故防止の
ため住区センター、 老

入館巡回活動、 高齢者 38 回 38 回 38 回 38 回 交通対策課
入恩久エb祥宮 a M ･&“伽

続拡大実施します。
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(4 ) 公共交通機関を整えます

高齢者が日常生活を営むうえで、外出の際の移動手段として、公共交通機関の確保
は不可欠です。そこで、公共交通空白地域の解消や駅 ･病院等へのアクセスの利便性
を図るため、 バス路線を整備し、 高齢者の外出を支援します。

また、 高齢者が、 安全かつスムーズに移動できるようるこ、 バスの車両改善や停留所

の整備、 駅舎へのエレベーターなどの設置を促進します。

事業
番号 ‐事業名 事業内容等

計画目標数↑

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29年度

1上 バス路線網の整備

駅や病院など、 区民要
望の強いバス路線網を
整備し、 高齢者の外出
を支援します。

12 路線 14 路線 16路線 17路線 交通対策課

2
超低床バス等の運
行の促進

バスの車両を超低床に
したり、 リフト付き車

にするよ 効こ交通事業
者に働きかけていま
す。

実施 実施 実施 実施 交通対策課

3
バス停留所施設の
改善整備の促進

高齢者等に配慮したバ
ス停留所の施設改善 ･
整備を促進します。

実施 実施 実施 実施 交通対策課

4
鉄道駅のバリアフ
リー化の促進

鉄道駅へのエレベータ
一設置や段差解消など
で移動の円滑化を図
り、 高齢者の外出を支
援します。

推進 推進 推進 推進 陣がい福祉課
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4 認知症高齢者の支援を進めます

(1 ) 認知症の早期対応を進めます

高齢者、とくに後期高齢者の増加とともに、認知症対策が重要な課題になっていま

す。認知症を引き起こす病気には、早めに治療すれば改善が可能なものがあり、また、
服薬により進行を遅らせることが可能なものもあります。認知症も他の病気と同じよ

うに早期に発見し、早期に対応することが重要です。認知症の早期発見 ･早期対応の

体制整備を進めていきます。

事業
番号

事業名 o 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29 年度

1
認知症初期集中支
援チームの設置
< 新規>

複数の専門職が認知症
の早期から家庭訪問を
行い、 認知症の人のア
セスメントや家族の支

援などを行います。

1 か所 1 か所 高齢サービス課

2

地域包括支援セン
ターもの忘れ相談
事業

もの忘れや認知症が心
配な高齢者やご家族に
対し、足立区医師会も
の忘れ相談医による早
期発見 ･早期治療への
適切な相談 ･指導を行
い、 本人や家族の不安
を軽減します。

100 回 100 回 100 回 100 回 高齢サービス課

3
認知症訪問支援事
業
< 新規 >

認知症専門員が認知症
の疑いのある人を訪問
支援し、 把握した状態
に応じて適切な医療 ･
介護サービスにつなげ
る等の取組を進めるこ

とで、 認知症早期対応
の充実を図ります。

750 件 1,000 件 1,200 件 高齢サービス課
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囮 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 国

(2 ) 認知症の正しい知識の普及啓発を図ります

認知症になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるよ 引こ、認知症を正しく理
解し、地域で認知症の人やその家族の応援者となる ｢認知症サポーター｣ を増やして
いきます。そのため、高齢者と接する機会の多い地域団体のみならず、一般企業や若
い世代などに幅広く働きかけ、 養成講座を開催します。
また、認知症に関する正しい知識を広く普及啓発するため、認知症に関する講演会

の実施や認知症に関するリーフレットの配布を進めていきます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数 .

担当課26年度
(見込み)

27 年度 28 年度 29 年度

1
認知症サポ- 夕 -
養成講座の実施

認知症の人が地域で安
心して暮らしていける
よう、 認知症を理解し
てもらう講座を開催し
認知症サポーターの養
成をはかります。

年間
1,000 人

年間
1,000 人

年間
1,000 人

年間
1,0 00 人

高齢サ- ビス課

2
認知症講演会の実
施

認知症に関する正しい
知識を広く普及啓発す
るため、 認知症に関す
る講演会等を実施しま
す。

1 回 1 回 1 回 1 回 高齢サービス課

3
認知症啓発用リー
フレット等の配布

認知症に関する正しい
知識を広く普及啓発す
るため、 認知症に関す
るリーフレット等を配
布します。

3,500 部 4,000 部 4,600 部 5,000 部 高齢サービス課
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱3 酬

5 介護者の支援を進めます

( 1 ) 家族会等の活動を支援します

要介護認状態になっても自宅で安心して生活を続けていくためには、家族などの介

護が不可欠です。ところが、介護者は様々な困難に直面しています。そこで、介護者

やその家族に対する支援が必要となっています。
高齢者の方を介護しながら暮らしている家族の様々な負担を軽減するために、介護

教室の開催やメンタルヘルスの支援を充実させていきます。
また、 介護者家族会の活動がさらに活発になるよう支援していきます。

事業
番号 事業名 事業内容等

二計画目標数
担当課26年度

(見込み)
27年度 28年度 29年度

1
要介護高齢者家族
会の支援事業

ハニ鑑し +‐'‘‐… 勢されたノ= '受信 家月采 、

｢あだち 1万人の介護者
家族会｣ を支援します。

270 人 270 人 270 人 270 人 高齢サービス課

2
地域包括支援セン
ター介護者教室

要介護高齢者の状態の維
持 ･改善をはかるための
適切な介護知識 ･技術を
習得するとともに、 外部
サービスの適切な利用方
法を習得することなどを
内容とした教室を開催し
ます。

245 回 245 回 245 回 246 回 高齢サービス課

3
認知症の人を抱え
る家族やすらぎ支
援事業

認知症の人を介護する家
族にかわり、 見守りや話
し相手になります。

支援員
67 人 70 人 72 人 75 人

高齢サービス課

4
認知症家族会への
支援

同じ立場の家族同士が共
感し、 励まし合い、 介護

を学び合えるよう家族会
を支援します。

12 団体 12 団体 12 団体 12 団体
保健総合センター
(※)

6 家族介護慰労事業

在宅で重度の要介護高齢
者を介護している家族の
経済的負担の軽減をはか
ることを目的に、 介護を
する家族に対して慰労金
を支給します。

11 件 L5 件 15 件 15‘!F 介護保険課

※中央本町保健総合センターは平成 2 7年 4月から中央本町地域 保 健総合支援課に名称が変更となりま

す。 その他の保健総合センターは変更ありません。
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(2 ) 介護者のメンタルヘルスの維持を支援します

精神保健相談や健康教育などを通じて、介護者の精神的健康の保持を図ります。特
に、近年増加傾向にあり、介護疲れの方に起こりやすい、うつ病やアルコール依存症
についての相談などを行います。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26 年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

1 精神保健相談

区民のこころの健康間
題について、 専門医と

保健師が面接や家庭訪
問により相談に応じ、
専門的助言、 指導を行
います。

60 回
(160 人)

67 回
(165 人)

67 回
(170 人)

67 回
(175 人)

保健総合センター
(※)

2
うつ相談 ･うつ家族

教室

区民のストレス等によ
るこころの問題、 うつ
などに対し専門医と保
健師が相談及び家族教
室を行います。

27 回
(l65 人)

27 回

(167 人)
27 回
(169 人)

27 回
(l71 人)

保健総合センター
(※)

3
アルコール関連間
題相談

アルコール依存症者や
家族のみならず、複雑
化するアルコール関連
問題について、 専門的
立場から個別相談やグ
ループワークを主体と
した相談事業を行いま
す。

12 回
(60 人)

12 回
(60人)

12 回
(60 人)

12 回
(60人)

保健総合センター
(※)

※中央本町保健総合センターは平成 2 7年 4月から中央本町地域 ･保健総合支援課に名称が変更となりま

す。 その他の保健総合センターは変更ありません。
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6 在宅医療 ･介護の連携を進めます

(1 ) 居宅に関する医療機関と介護サービス事業者等の連携を図ります

重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま

で続けるためには、 住まい ･医療 ･介護 ･予防 ･生活支援が一体となった支えが必要

です。 そのなかでも、要介護状態が進むほど、 医療サービスと介護サービスの両方が

が不可欠となってきます。 後期高齢者が増加していくなかで、 医療や介護の需要が、
一層増加していくことが見込 まれます。そこで、医療と介護が連携して在宅生活を

支えていく仕組みづくりを推進します。
区では、地域の医療･介護サービス資源を把握して情報を区民に提供するとともに、

医療と介護の連携の仕組みを作り、在宅医療 ･介護サービスを一体的に提供する体制

をつくりあげていきます。

事業
番号

‐事業名 事業内容等
計画目標数-,

≠-担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

l

地域の医療 ･介護サ
一ビス資源の把握
< 新規>

地域の医療機関、 介護
事業者等の住所、 機能
等を調査し、 既存の情
報と合わせてリスト等
を作成、 区民等に広く
公開していきます。

実施 実施 実施 高齢サービス課

2

在宅医療 ･介護連携
の課題の抽出と対
応の協議
< 新規>

地域の医療 ･介護関係
者等が参画する会議を
開催し、 在宅医療 ･介
護連携の現状と課題の
抽出、 解決策等の協議
を行います。

実施 実施 実施 実施 高齢サービス課

3

在宅医療 ･介護連携
支援センター (仮

称) の設置
< 新規>

地域の在宅医療 ･介護
連携についての相談窓
口を担う在宅医療 ･介
護連携支援センター
(仮称)を設置します。

検討 実施 実施 高齢サービス課

4

在宅医療 ･介護サー
ビスの情報の共有
支援
< 新規 >

地域連携パス等の情報
共有ツールや情報共有
の手順等を定めたマニ
ユアルを活用し、 地域

の医療 ･介護関
係者等の間で、 事例の
医療、 介護等に関する
情報を共有できるよう
支援します。

検討 実施 実施 高齢サービス課
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事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

6
在宅医療･介護関係
者の研修
< 新規 >

地域の医療関係者に介護に
関する研修会の開催、 介護
関係者に医療に関する研修
会の開催等の研修を行いま
す。

実施 実施 実施 高齢サービス課

6

24 時間 365 日の在

宅医療･介護サービ
ス提供体制の構築
< 新規 >

切れ目なく在宅医療 ･介護
サービスが一体的に提供さ
れるよう、 提供体制の整備
を計画的に行います。

検討 実施 高齢サービス課

7

地域住民への普及
啓発
< 新規>

在宅医療 ･介護サービスに
関する講演会開催、 パンフ
レットの作成 ･配布等によ

って、 区民の在宅医療 .介

護連携への理解を促進しま
す。

実施 実施 実施 高齢サービス課

8
二次医療圏内･関係
市区町村の連携
< 新規 >

同一の二次医療圏内 (荒川
区 ･葛飾区) の病院から退
院する事例等に関して、 在
宅での医療 ･介護サービス
が一体的に提供されるよう
関係自治体が必要な事項に
ついて協議します。

検討 実施 高齢サービス課



醒 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱4 囲

一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯が増加しています。家族や親族からの支援が期待

できない高齢者の方でも、住み慣れた地域で安心して住み続けられるために、地域の見守り

や生活支援のしくみと連携した高齢者の権利を守るしくみを充実させていきます。
また、高齢者虐待を予防して、迅速に対応するしくみや、高度化する消費者被害、犯罪被

害への予防と対応のしくみもさらに進めていきます。
特に認知症高齢者に対しては、早期発見と医療機関への橋渡しを行いながら、成年後見制

度及び、福祉サービス利用援助事業への確実な結び付けをする等の方策により、判断能力が

低下した高齢者の権利を擁護していきます。

★重点課題
(1 ) 権利擁護の仕組みの充実

認知症や陣がいなどにより判断能力が劣ってしまった場合は、自ら

サービスを選択し契約することが困難です。成年後見支援事業や福祉

サービス利用援助事業を効果的に連携させ、意思能力が不十分な認知

症高齢者等を支援していきます。また、高齢者の虐待や消費者被害等

への対応も進めていきます。
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彊 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱4 囲

1 高齢者の権利を守るしくみを充実します

( 1 ) 高齢期への準備 (老い支度) を支援します

区民の方々が、自分らしい高齢期の生活を楽しみ、また高齢期に必ずやってくる課
題 (体の衰え、 物忘れ、 病気、 死、 等) に対して自ら工夫し備えること、 を老い支度

と呼んでいます。区民の老い支度をお手伝いするために、老い支度読本や講座によっ
て情報提供を行いながら、 50 代からの老い支度を支援します。 また、 将来認知症等

が原因で判断能力が低下した場合の備えとして、高齢者あんしん生活支援事業等を提
案していきます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26 年度
(貝訳み)

27年度 28年度 29年度

1 老い支度啓発事業

年齢に応じて必要な備え
を主体的に行ってもらえ
るよ 列こ、 老い支度の啓

発 ･ P R を行います。 老い
支度読本の活用を含め地
域包括支援センターで関
連講座を開催します。

講座開
猫回数
60 回 70 回 70 回 80 回

高齢サービス課

2
福祉サービス利用
援助事業

軽度“認知評点鯲古等が
安心して暮らせるよう福
祉サービスの利用手続き
や援助、それに伴う日常的
な金銭管理等を社会福祉
協議会の専門員と生活支
援員と呼ばれる区民の協
力者がチームで支援しま
す。 (短‘‐- ‐'‐…‐" …
業)

契約件数
65 件 67 件 69 件 71 件

社会福祉協議会

3 --
高齢者あんしん生
活支援事業

65歳以上で区内に身寄り
のない高齢者に対して、見
守り、入院時の支援、成年
後見制度への確実な橋渡
し、葬祭等を含めた包括的
な老い支度支援を契約に
より提供します。

65 件 67 件 6 9件 71 件 社会福祉協議会
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圃 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱4 團

(2 ) 成年後見制度の普及 ･支援をはかります

成年後見制度は、判断能力が不十分な高齢者が、個人として尊重され、自分の財産

や収入を有効に活用して必要なサービスを選択し、安心して生活できるよう、法的に

支える制度です。悪質な消費者被害や権利侵害から高齢者を保護するこ げこも有効で

す。

区と社会福祉協議会、 地域包括支援センターをはじめとする関係機関等が連携し、
成年後見制度の積極的な普及 ･支援を進めていきます。

事業
番号

事業名 事業内容等 ぞ

計画目標数
担当課 -

…ち26年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

1
成年後見制度等利
用支援事業

認知症等の原因により判
断能力が不十分な高齢者
等の権利及び財産等& 寸
る仕組みである成年後見
制度の活用を促進し、 後
見人等を支援するネット
ワーク作りを進めます。
平成 27年度からは、本人
申立て、 親族申立てにつ

いても、 申立て費用及び
後見報酬への補助を拡大
して、経済的に困窮して
いる場合でも制度活用が
可能となる環境整備を進
めていきます。

38 件 38 件 3 8件 38 件
援護課
社会福祉協議会

2
成年後見制度推進
機関の運営

成年後見制度の普及啓
発、 社会貢献型後見人の
養成、後見人の支援、後
見業務に関わる相談やト
ラブル対応、 専門職への
仲介、後見監督業務等を
実施して、 成年後見制度
の利用促進をはかりま
す。

15 人 19 人 23 人 27 人
援護課
社会福祉協議会

3
権利擁護センター
あだちの運営

地域包括支援センターの
権利擁護業務、総合相談
業務への支援など専門的
な役割を担うとともに高
齢者、 陣がい者が住み慣
れた地域で安心して生活
できるよう権利擁護事業
の推進に努めています。

実施 実施 実施 実施 社会福祉協議会
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国 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱4 圏

(3 ) 高齢者虐待への対応と防止を進めます

区では、医師会、弁護士会、警察、消防、 区内団体や介護保険事業者代表者などに
よる足立区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会を設置しています。 委員会では、
区内の高齢者虐待の状況等の情報共有を行い、 虐待対策等を検討しています。
委員会で検討し、作成した ｢足立区の高齢者虐待対応について｣ 及び地域包括支援

センターでマニュアルを作成し、関係者が共通認識のもと協力して、高齢者虐待への
対応をしています。
また、虐待を受けている高齢者等緊急の保護が必要な高齢者のために、区内の医療

機関及び介護保険施設等と連携した緊急ショートステイ事業等により、在宅高齢者の
セーフティーネットを充実させていきます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29 年度

1
高齢者虐待防止ネ
ツトワーク事業

区内関係機関が集い、高齢
者虐待の情報共有と虐待
対策等について検討して
います。

年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 高齢サービス課

2

高齢者緊急ショー
トステイ事業
及び老人ホーム入
所措置事業

要介護認定を受けていな
い介護の必要な高齢者が、
介護者の不在や虐待等に
より緊急に保護が必要な
場合に、特別養護老人ホー
ム等の緊急ショートステ

イを利用することにより、
高齢者の安全を確保しま
す。 また、 増加している迷

子高齢者、身寄りのない高
齢者等を対象にした、 夜
間 ･休捌こも対応できる緊
急保護のしくみとして、区
内の介護保険施設及び医
療機関と連携した事業の
充実を行っていきます。

協定施
設数

21 か所 27 か所 29 か所 31 か所
援護課
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱4 囲

(4 ) 悪質な商法や詐欺等による消費者被害の防止を進めます

年々高度になる悪質商法や振り込み詐欺等から高齢者を予防するために、広報紙や

インターネットを活用して悪質商法等の迅速な情報提供に努めます。また、地域包括

支援センターや高齢者と身近に接する介護事業者等への迅速、定期的な情報提供体制

を整え、高齢者の消費者被害の未然防止や消費者被害発見時の適切な対応に努めます。

事業
番号

事業名 :÷- 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29 年度

1 消費生活相談事業

日常生活における契約上
のトラブルや商品の品

質 ･安全性などの様々な
相談ゆ苦情を受け、消費
生活相談員が助言や情報
の提供を行いながら、 消
費者とともに問題の解決
にあたっている。

1,190 件 1,190 件 1,220 件 1,220 件 産業政策課

2 消費者支援事業

悪質商法等に騙されない
消費者の自立に向けた啓
発活動として、 日常生活
に身近なテーマを選び、
知識や技術を学習する、
専門家を講師とした、 各
種講座、 消費生活展を実
施、 開催している。

32 回

(※)
32 回 32 回 32 回

産業政策課

3
消費者教室 (講師
派遣) 事業

事業所 ･学校 ･ P T A ･

老人会 ･町会 ･自治会 ･

地域の団体 ･消費者グル
ープなど、 悪質商法被害
防止をはじめとした消費
者トラブル未然防止のた
めの学習会に講師を派遣
します。

55 件

(※)
60 件 65 件 65 件

産業政策課

4
消費者被害対応ネ
ツトワークの運営

高齢者の消費者被害発
見 ･ 見守りのために地域

包括支援センター、 介護
事業者、社会福祉協議会
等と連携し、 情報の共有
をはかりながら迅速な解
決につなげます。

実施 実施 実施 実施 産業政策課

6

地域包括支援セン
ター ･介護事業
所 ･陣がい者施設
への情報提供

消費者被害未然 ･拡大防
止のため ｢見守り通信｣
を発行し、各事業所と連
携して見守りの強化を図
っていきます。

毎月 1回毎月 l 回 毎月 1回 毎月 1回 産業政策課

※高齢者を含めた区民全体を対象とした件数です。

‐ 5 6 ‐



囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱4 囲

事業
番号

事業名 事業内容等
計画E標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

6
消費生活啓発員
｢くらしのおたす

け隊｣ の活動支援

複雑 ･多様化する悪質商
法等による被害を未然に
防止するため、 消費者セ
ンターと地域をつなぐパ

イプ役として活動を支援
すると同時に区民に広く
消費者センターの活用に
ついて周知、 P R を行っ
ていただきます。

活動延べ
人数
140 人

(※)
150 人 l60 人 170 人

産業政策課

※高齢者を含めた区民全体を対象とした件数です。
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱5 回

　 　 　 　 　 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旨 -- 三 ゞ ‐
㈹ ‐

　　 　 　 　　　 　 　　 　 　 　　
　

各事業者がサービスの質の向上をはかり、よりよいサービス提供を安定的に行うこと、ま

た利用者が自分に適した質の高いサービスを選択することができることがとても重要です。
そのため、 区では福祉サービスの第三者評価の受審を支援します。
また、誰もが安心して福祉サービスを利用できるよう、サービスに対する不満等を相談で

きる窓口を設置し、苦情に適切かつ迅速に対応するとともに、質の良いサービスを提供する

ために、 介護従事者に対する研修を行います。

1 福祉サービスの質の確保と向上を目指します

(1 ) 第三者評価を進めます

福祉サービス第三者評価は介護サービス事業者を外部の評価機関が公平に評価し、
その結果を公表するものです。評価結果を参考に、利用者が自分に適した質の高いサ

ービスを選択できるよう、また福祉サービス提供事業者自らがサービスの質の向上に

反映できるように、 第三者評価の受審を支援します。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

‐ 担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29 年度

1

福祉サービス第三
者評価受審支援事
業

部の福祉サービス第三者
評価を受けた福祉サービ
ス提供事業者に経費の-
部を補助することで評価
受審を促進して、 サービ

スの質の向上と利用者へ
の情報をはかります。

受審率
24 % 26 % 28 % 30 %

高齢サービス課
介護保険課
瞳がい福祉課
子ども ･子育て施設
課
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回 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱5 翻

(2 ) 苦情などの解決を行います

福祉サービスに対する苦情等を公正かつ中立な立場で迅速に処理することにより、
サービスと顧客満足度の一層の向上を図ります。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29年度

1

福祉サービス苦情
等解決委員会の運
官

福祉サービス利用に伴う
不満や苦情に対して、 公
正に中立な立場で適切な
サービスが行えているか

をチェックする福祉サー

ビス苦情等解決委員会が
設置されています。

6 回 6 回 6 回 6 回 高齢サービス課

2
福祉サ- ビス苦情
相談窓口の設置

基幹地域包括支援センタ
ーに福祉サービスの苦情
相談を受け付ける身近な
窓口を設置しています。
寄せられた苦情の解決を
行っています。

実施 実施 実施 実施
高齢サービス課
社会福祉協議会

(3 ) 介護保険事業者等との協働を進めます

介護サービス事業者連絡協議会との情報 ･意見交換を定期的に実施し、区と事業者

の連携 ･協働体制を強化して適切な介護サービスの提供を図ります。

事業
番号

事業名 ‐事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28年度 29 年度

l
民間事業者等との
連絡調整

介護サービス事業者連絡
協議会との情報交換等を
定期的に行うとともに、. ソム会を開催し速

やかな情報提供を行って
いきます。

事業者
連絡会
2 回 2 回 2 回 2 回

介護保険課
関係各課
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皿 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱5 lm

3 人材の確保と育成を進めます

くり 人材の確保と育成を進めます

高齢化の進展により、福祉 ･介護サービスの需要は今後ますます多様化し、増加す

ることが見込まれます。一方、介護を担う人材の確保と育成が大きな課題となってい
ます。

区では、ホームヘルパーのフォローアップ研修や施設職員、介護支援専門員に対す

る研修を実施するとともるこ、区内の同一介護サービス事業所に勤務する専門職員の永

年表彰を行し、 介護職員のスキルアップや定着を支援していきます。
また、 介護のしごと相談 ･面接会を開催し、 介護事業者の人材確保を支援します。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画E標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29年度

･奪.▲
^･ルノ" - フオロ ー

アップ研修会

訪問介護員 (ホームヘル
パー) のフオローアップ

研修を行います。

受講者
年 650 人 年 650 人 年 660 人 年 650 人

高齢サービス課
社会福祉協議会

2
施設職員向け研修
事業

介護技術 ･知識の向上を
目的とし、 区内高齢者施
設の職員向けに研修を実
施します。

実施 実施 実施 実施
高齢サービス課
社会福祉協議会

3
介護支援専門員研
修事業

継続的な研修を実施し、
さらなる知識、 技能の修
得を行い、介護保険の適
正化に向け介護支援専門
員の資質向上をはかりま
す。

現任研修
4 回

新任研修
4 回

計 8回 計 8回 計 8回
介護保険課
社会福祉協議会

4

ニ"‘ ‐
′̂ ご“‐ h
. ･ -ひく;、鑑ス

ーダ一等フオロー

アップ研修

事業所に勤務する認知症
実践リーダー研修修了者
等に対し、 フォローアッ
プ研修を行い、 介護職員
等の資質の向上を図りま
す。

20 人 20 人 20 人 20 人
高齢サービス課

6
介護のしごと相
談 ･面接会

身近な地域に居住する潜
在的福祉人材を掘り起こ
し、 求人事業者と結び付
けて、 福祉分野の人材確
保と区民の就労機会の拡
大をはかります。

来場者数
150 人

200 人 200 人 200 人
高齢サービス課

6
介護サービス事業
従事者永年表彰

区内の同 介護リービス

事業所に 5年以上及び 8
年以上継続して勤務した
専門職員を表彰します。

500 人 500 人 600 人 500 人 介護保険課
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囮 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 囲

核家族化、世代を問わず単身世帯が増加するなど、ライフスタイルの変化は、地域のつな

がりを弱め、 高齢者が孤立するなど様々な問題を引き起こす要因となっています。
区では、 ｢孤立ゼロ プロジェク ト ~ 絆のあん しんネ ッ トワーク ~ ｣ ※次頁参照 でいつまでも

安心して住み続けられるまちを目指しています。
高齢者の見守りについては、 町会 ･自治会、 民生委員、 絆のあんしん協力員、 絆のあんし

ん協力機関が連携し、 地域包括支援センターを中心に行っていきます。
地域の支えあいには、 ボランティア ･ N P O 等が大きな原動力になります。 また、 元気な

高齢者も担い手とじて期待されています。地域活動等により多くの方が参加できるよう支援

していきます。
さらに、身近な高齢者の総合相談窓ロとして、地域包括支援センターの機能を強化し、高

齢者が安心して住み慣れた地域で生活できるよう支援します。

★重点課題
(1 ) 地域ケア会議

地域包括支援センターが主体的に行う地域ケア会議 (小会議) にお

ける個別ケースの支援内容の検討を通して、高齢者個人に対する支援

の充実を図ります。 また、 区が主体的に行う地域ケア会議 (大会議)

における検討等を踏まえ、 必要な社会資源の整備について個別の行政

計画等に位置づけるなどして、 施策化、 事業化を図っていきます。
(2 ) 絆のあんしんネットワ - クの推進

地域包括支援センターで定期的に開催する ｢絆のあんしん連絡会｣
や ｢絆づくり通信｣ などを通じて、 高齢者の見守りに関する活動の情

報を共有し、 気づいてつなげることの重要性を啓発していきます。
(3 ) 高齢者の社会参加への支援

元気な高齢者の地域デビューを支援するために ｢あだち皆援隊講座｣
を開催し、 社会参加を支援します。 また、 シニアの社会貢献活動を支

援するためのサイトを運営し、 様々な地域情報や人材情報を収集 ･提

供していきます。
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回 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 圏

足立区では、 平成 25 年 1月から地域のちからを結集して、 いくつになっても地域の人と

の交流を図り、生きがいをもって様々な地域活動に参加できる ｢暮らしやすいまち｣、 ｢住み
続けたいまち｣ の実現を目指し、 孤立ゼロプロジェクトに取り組んでいます。

I , 孤立ゼロプロジェクト推進活動 (調査から見守り支援へ)

これまでも、地域における見守りや声かけ活動を支援していましたが、孤立ゼロプロジ

ェクトでは、 介護保険サービスを利用していない 70 歳以上の単身世帯、 75 歳以上のみ世

帯を対象に、 町会 ･自治会から区に届け出た方や地域を担当する民生委員が、 ｢世間話を

する頻度｣、 ｢困り事の相談相手｣ などを訪問により調査します。
【参考】

平成 26年 12月末現在、区内 435町会 ･自治会のうち、 207町会 ･自治会が実態調査に着手

この調査の結果、 ｢世間話の頻度が少ない｣、｢困り事の相談相手がいない｣方に対して、
地域包括支援センターが中心となり、 各施策や必要なサービスにつなげています。 また、
見守りや声かけ活動に関する不同意の申し出がない場合に、 ｢絆のあんしん協力員｣ によ

る定期的な見守りや声かけ活動などを行います。

見守りや声かけ活動を通じて、地域の様々な活動や居場所 (サロン等) を紹介し、参加

していただくことを目指します。

地域で支えあう “お互いさま" のまちづくり

~ 孤立ゼロ プロジェク ト ~
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回 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 囲

ロ. 地域で築く 聡生のあんしんネットワーク｣

各地域包括支援センターを中心として、町会 ･自治会、民生委員、絆のあんしん協力員、
絆のあんしん協力機関 (事業者) が連携したネットワークを構築しています。

定期的に ｢絆のあんしん連絡会｣ を開催するとともに、各々が日常の活動のなかで、気
づいてつなぐことの重要性を啓発し、 実行しています。

いくつになっても地域の人との交流があり、 笑顔あふれる“お互いさま" のまちを地域

で築く ｢絆のあんしんネットワーク｣ の取り組みを着実に拡げていきます。

* 絆のあんしん協力員

ゐ地域の高齢者に気を配り、気になる方に対して、日常的な見守りや定期訪問による声かけ、 寄

り添い支援活動を行っていただける方です。
*絆のあんしん協力機関

O 取引先や営業活動の際に、地域に気がかりな方がいた場合、地域包括支援センターまで連絡を

することに協力していただける事業者等の団体です。

このブ0ジエクト望、いくつにはひてもこのブ0ジエクト望、いくつにはひても
鵯饉の人との交籤b山脇り,災鼠が滲みnる
一弱gむいぐ◆◇◆もMを、 &
斜ん“の部からで籤いていく姥翰です.
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回 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 囲

1 情報提供と相談の体制を整えます

(1 ) 情報提供を進めます

区では、 広報紙やホームページを活用し、 高齢者に関する情報を提供しています。
しかし、多くの記事から自分が必要としているものを探すのは難しいとの声もありま

す。そこで、高齢者福祉等に関するサービス情報をまとめた｢高齢者暮らしのガイド｣

等を作成し、 配布します。

事業
番号

･ 事業名 事業内容等
シミ計画目標数

担当課26 年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

1
高齢者暮らしのガ
イドの作成

高齢者福祉に関する情報
提供と意識啓発をはかる
ため、 事業案内を作成し
ます。

2,000

部
2,000

部
2,00O

部
2 ,000

部
高齢サービス課

2
介護保険外高齢者
サービスご案内の

作成

介護保険外サービスのチ
ラシを作成し、 6 5歳到
達者に介護保険証と一緒
に配布します。

11,500

部
12,000

部
12,000

部
l2,000

部
高齢サービス課

3
介護保険利用の手
引きの作成

申請の手続きやサービス

の種類、費用など介護保
険制度全般を記載したパ
ンフレットを配布しま

す。

20 ,00O

部
20,0 00

部
20 ,000

部
20,00O

部
介護保険課
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 回

(2 ) 相談機能を高めます

地域包括支援センターでは高齢者の総合相談窓ロとして、保健 ･福祉 ･介護などの

相談にきめ細かく対応しています。 また、 福祉事務所では、 生活相談に応じます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29年度

1
地域包括支援セン
ター高齢者総合相
談

家族介護の悩みや福祉、
医療、 施設入所 ･介護予
防、 福祉機器の購入 ･利
用など、 高齢者に関する
相談を受け付けます。

64 ,000

件
70 '000

件
72,00O

件
74 ,000

件
高齢サービス課

2
地域包括支援セン
ター高齢者訪問相
談

何か因っていることがな

いか、 高齢者のひとり暮

らしや高齢者のみのお宅
へ個別に訪問し、 各種の
相談に応じています。

20 ,000

件
22,000

件
23,000

件
24 ,00O

件
高齢サービス課

3
介護者のなやみ電
話相談事業の支援

あだち 1万人の介護者家
族会が行っている電話相
談事業や家族会を支援し
ます。

月 1 回

実施
月 1 回

実施
月 1 回

実施
月 1 回

実施
高齢サービス課

4 高齢者福祉相談
福祉事務所で生活困難と
なった高齢者の相談に応
じます。

随時 随時 随時 随時 足立福祉事務所
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 鬮

(3 ) 各種サービスをコーディネートします

地域包括ケアシステムの構築に向けて、検討委員会を運営し、各種サービスについ

て検討を進めていくとともに、基幹地域包括支援センターや地域ケア会議の整備 ･充

実を図っていきます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26 年度
(見込み)

27年度 28年度 29年度

‘･l̂

地域包括ケアシス
テム検討委員会の
運営 (庁内)
< 新規 >

地域包括ケアシステムを
構築するため、 関係所管
による検討委員会を開催
します。

設置 推進 推進 推進 高齢サービス課

2

(仮称)地域包括ケ
アシステム検討委
員会の運営
< 新規>

地域包括ケアシステムを
構築するため、医療機関、
介護サービス事業者、 そ
の他の関係団体がしくみ
づくりを検討する会議を
開催します。

検討 設置 推進 推進 高齢サービス課

3

生活支援コーディ
ネーターの配置
< 新規>

高齢者の在宅支援 ･介護
予防の体制整備の推進の
ため、 生活支援コーディ
ネーターを配置します。

検討 配置 配置 配置 高齢サービス課

4
協議体の設置
< 新規 >

生活支援コーディネータ

ーと生活支援 ･介護予防
サービスの提供主体が参
画し、 情報共有及び連携
強化を進めます。

検討 設置 設置 設置 高齢サービス課

5
基幹地域包括支援
センター機能の充
実

他の地域包括支援センタ
ーからの相談に対する助
言や、 情報提供など日常
活動への支援を行いま
す。

推進 推進 推進 推進 高齢サービス課

6
地域ケア会議【小会
議 ･中会議】

地域包括支援センターで
実施する個別ケースの支
援内容の検討を通して、
多職種協働によるケアマ
ネジメント支援、 地域包
括支援ネットワークの構

築、 地域課題の抽出等、
高齢者個人に対する支援
の充実を図ります。

推進 推進 推進 推進 高齢サービス課

7
地域ケア会議【大会
議】

地域ケア会議の中会議で
整理 ･集約された地域課
題を区全体の課題として
把握、政策提言等を行い、
施策化、 事業化へとつな
げていきます。

推進 推進 推進 推進 高齢サービス課
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 圏

(4 ) 地域の介護支援専門員等を支援します

地域ケア会議では、高齢者個人に対する支援の充実に向けて、行政をはじめ多くの
専門職、様々な機関が参加し、個別ケースの支援内容を検討します。地域の介護支援
専門員等の地域ケア会議への参加を通して、自立支援に資するケアマネジメントに関
する実践力の向上等を支援していきます。

事業
番号

事業名 事業内容等 -
-ゞ --

ノニ計画目標数
担当課26年度

(見込み)
27年度 28年度 29年度

1

地域ケア会議【小会
議 ･中会議】
◇再掲

地域包括支援センターで
実施する個別ケースの支
援内容の検討を通して、
多職種協働によるケアマ
ネジメント支援、 地域包
括支援ネットワークの構

築、地域課題の抽出等、
高齢者個人に対する支援
の充実を図ります。

推進 推進 推進 推進 高齢サービス課

2
地域ケア会議【大会
議】
◇再掲

地域ケア会議の中会議で
整理 ･集約された地域課
題を区全体の課題として
把握、政策提言等を行い、
施策化、 事業化へとつな
げていきます。

推進 推進 推進 推進 島峨“ジービス課
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囮 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 囲

3 地域の包括支援体制を整えます

( 1 ) 地域包括支援センターの機能を充実します

地域包括支援センターは、 ｢地域包括ケアシステム｣ の構築に向けて中心的役割を

果たすことが期待されています。
適切な人員体制の確保、効率的なセンター運営の継続に向けて、地域包括支援セン

ターのあり方の検討を行うとともに、基幹地域包括支援センターの機能強化および地

域包括支援センターにおける介護予防機能の強化を図ります。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数 .

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29年度

1

地域包括支援センタ
一再編の検討
< 新規>

地域包括ケアシステム
の中核を担う地域包括
支援センターのあり方

を検討します。

検討 検討 検討 検討 高齢サービス課

2

地域包括支援センタ
一の機能強化
< 新規>

地域包括支援センター
の適正な運営を確保
し、 センター全体の機

能を強化します。

推進 推進 推進 推進 高齢サービス課

3

地域包括支援センタ
一等における介護予
防機能強化
< 新規 >

地域支援センターに介
護予防機能強化支援員
を配置し、 介護予防機
能の強化を図ります。

推進 推進 推進 推進 高齢サービス課
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皿 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 剛

(2 ) 関係機関 ･団体との連携を強化します

地域包括ケアシステムでは、区民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実

することで地域の支えあい体制づくりを推進し、必要な方への支援を行っていくこと

を目指しています。また、元気な高齢者が担い手となることで、活動を行う高齢者自

身の生きがいや介護予防等へつながると期待されています。
区内で様々な活動を行っている住民主体の団体と連携を強化していきます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(鼠"入み)

27年度 28 年度 29年度

1
民生 ･児童委員との

連携

地域での保健 ･福祉活
動の活発化をはかるた
め、 民生 ･児童委員等
との連携を強化してい
ます。

推進 推進 推進 推進 福祉管理課

2
ボランティア団体

との連携

登録ボランティアグル
ープ及び個人ボランテ
イアの連合体である
｢足立区ボランティア

連合会｣ と連携しボラ
ンティア活動を推進し
ます。

推進 推進 推進 推進 社会福祉協議会

3
老人クラブとの運

携

老人クラブとの情報交
換を密にすることによ

って、 高齢者の生の声
を反映した地域づくり
をめざしています。

推進 推進 推進 推進 高齢サービス課

4
シルバー人材セン
ターとの連携

高齢者の就業に向けた
仲介 ･調整を行うシル
バー人材センターとの

連携を密にすること
で、 高齢者の活躍の場
と生きがい対策である
就業を支援していま
す。

推進 推進 推進 推進 就労支援課
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剛 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 回

3 地域の支えあい活動を広めます

( 1 ) 区民の支えあい活動を充実していきます

高齢者は日常生活で様々な困難に直面しています。住み慣れた地域で生活を持続し

ていくためには、 地域の方が手を差し伸べることが求まられています。

そのため、 区民の支えあい活動を推進していきます。

事業
番号

事業名 事業内容等
＼計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29 年度

l

あったかサービス

事業
◇再掲

事業に協力していただけ
る区民 (協力会員) が、
高齢者や陣がいがある方
で家事等の支援を必要と
する方 (利用会員) に対
し、 生活支援や生きがい
支援を行います。

提供回数
10 '000

人
11'000

人
12 ,000

人
l3,000

人

社会福祉協議会
高齢サービス課

2
高齢者身の回り応
援隊事業
◇再掲

区民の応援隊員が高齢者
世帯の ｢ちょっとした困

りごと｣ のお手伝いを行
います。

300 件 330 件 360 件 390 件
社会福祉協議会
高齢サービス課
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国 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 彊

(2 ) 高齢者の見守 男舌動を推進します

高齢化が進み、後期高齢者が増加していくなかで、ひとり暮らし高齢者や高齢者

のみ世帯が増加しています。その方たちが安心して地域で暮らすためには、地域の

見守りが不可欠です。
そこで、地域包括支援センターを中核として、専門相談協力員、絆のあんしん協

力員、 絆のあんしん協力機関の連携による高齢者見守り体制を強化していきます。
また、心配な高齢者の情報が寄せられるよう、積極的に地域団体や住民組織と顔の

見える関係づくりを行います。

事業
番号 ゞ 事業名 事業内容等 -ミ

計画目標数
担当課26 年度

(見込み)
27年度 28 年度 29年度

14
絆のあんしんネッ
トワーク

高齢者や、 その家族の不
安や悩みを早期に見つけ
出し、 地域ぐるみで支え
ていくネットワークを地

域包括支援センターを中
心に充実していきます。

絆のあ
んしん
協力員
1,000 人 1,250 人 上 600 人 1,750 人

絆づくり担当課

2
町会 ･自治会との運
携

自主的な見守り ･支え合
い活動や孤立ゼロプロジ

ェクト実態調査を通じて
町会 ･自治会との連携を
強化しています。

推進 推進 推進 推進
地域調整課 ･絆づ
くり担当課

3
(仮称)見守りキー
ホルダーの配付
< 新規>

希望する高齢者に番号入
りのキーホルダーを配付
します。 緊急時の警察 ･
医療機関からの問い合わ
せに対応していきます。

検討 実施 実施 実施 高齢サービス課
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凹 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 皿

(3 ) ひとり暮らし高齢者の孤立を防いでいきます

｢絆あんしんネットワーク｣による高齢者の見守り活動をさらに推進し、地域ぐ

るみの支えあい活動を展開していきます。
また、お互いを理解しあい、安心して付き合うことのできる場所としてのサロン

活動など、お年寄り等が地域で孤立することのないような居場所づくり活動の拡大

をはかります。

事業
番号 事業名 事業内容等

計画目標数
担当課26 年度

(見込み)
27年度 28年度 29 年度

11

絆のあんしんネッ
トワーク

◇再掲

高齢者や、 その家族の不
安や悩みを早期に見つけ
出し、 地域ぐるみで支え
ていくネットワークを地

域包括支援センターを中
心に充実していきます。

絆のあん
しん協力

員
L OOO 人 1,250 人 1,500 人 1,750 人

絆づくり担当課

2
ふれあいサロン支
援事業

地域の高齢者や陣がい者
の閉じこもり防止や見守
りのため、 区民が自主

的 ･自発的に交流するサ
ロン活動を支援し支えあ
う地域づくりを推進しま
す。

総サロン

数
65 か所 70 か所 75 か所 80 か所

社会福祉協議会

3
住区 de団らん事業

住区センターの悠々館

(老人館)で単身高齢者、
高齢者のみ世帯等を対象
に団らんの時間と夕食の
場を提供し、 地域での孤
立を防いでいきます。

参加者数
12,000

人
12,360

人
12,730

人
13,000

人
住区推進課
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回 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 璽

(4 ) 災害時要援護者の避難支援を充実していきます

災害時やそのおそれがある場合に、自力であるいは家族などの支援を受けなければ
避難することが困難な要介護高齢者や障がい者などの災害時要援護者が、逃げ遅れた
りすることを未然に防ぐために、関係機関との災害時要援護者情報の共有や、地域で
の支援活動を円滑に行うための災害時要援護者避難支援プランの活用など、支援体制
の整備を進めていきます。

事業
番号 事業名 、

-
事業内容等

、計画目標数
担当課26年度

(見込み)
27年度 28年度 29年度

1
災害時の避難支援
プランの整備

災害時要援護者に対し
て、 あらかじめ避難支援
者を決めるなど、 地域で
の支援活動を円滑に進め
るため、 災害時要援護者
の避難支援プランを作成
する事業を行います。

更新予定
(年末を
予定)

更新予定
災害対策課
福祉管理課
関係各課

. 2
災害時の医療救護
体制の整備

･翻 ･[鉈③･ ･ ･ vD

特措法に
基づく新
型イ ンフ

ルエンザ
等行動計
画を策定

･ -‐-‘
戸' - '

日ゞ
‘‐= ･

･.･
･ ･‘

危機管理課
災害対策課
衛生部各課

･] ｣
‐

'[ 符｣自宅里〆･“qR j.･ “〉

随時改訂、 庁内の体制の
再構築を行い、 健康危機
管理体制を充実させま
す。
平成 22年度に新型イン
フルエンザ行動指針の改
訂を行いました
餌23,1,28) 。 新型イン

フルエンザ対策本部を意
思決定機関としました。
大震災発災の対策 ･対応
を含め災害時のは い殺
体制を整備します。

解組【Jツ、司 髄誇り夢･副 “‐･リツ、山
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回 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 皿

(5 ) 保健福祉教育を進めます

幼稚園では、保護者への福祉教育の普及 ･啓発をはかるとともに、高齢者との交流

を通じて高齢者に対する福祉意識の醸成を図ります。
小 ･中学校では、高齢者を思いやる気持ちなど、豊かな人間性を育むとともに、高

齢者福祉への関心と理解を深めさせることが重要となります。また、基礎的な知識の

習得、社会福祉の意義の理解をはかるとともに、社会福祉の課題解決や、その増進に

寄与する能力等の育成が重要となります。これらの教育は、主に社会科、道徳、特別

活動、総合的な学習の時間等で行ってきましたが、一層の充実に向け取り組んでいき

ます。特に、ボランティア活動等、体験を通した実践的 ･効果的な福祉教育を推進し

ていきます。 また、 高齢者に関する人権尊重の意識の啓発を図っていきます。

事業
番号 事業名 事業内容等

計画目標数
担当課26年度

(見込み)
27年度 28年度 29年度

1
児童 ･生徒の福祉関
連学習

各教科等の指導の充実に
向け、 情報提供などの支
援を行います。

実施 実施 実施 実施 教育指導室

2
教職員研修と福祉
との連携

福祉教育全般にわたり、
教職員の指導力や学校の
教育力の向上に向け、 取
り組んでいきます。

実施 実施 実施 実施 教育指導室

3
P T A 活動での福

社学習の実施支援

兄童 ･生徒の福祉関連学
習がより充実し、 円滑に
行われるような活動をP
T A が行えるように情報
提供などの支援を行いま
す。

推進 推進 推進 推進 青少年課

4
高齢者等との交流
事業

幼稚園 ･保育園 ･高齢者
向け施設の協力を得て、
交流会を増やし、 保健 ･
‘鶴山,ノR … づ炎を進めて

いきます。

推進 推進 推進 推進 関係各課

6
福祉講座 ･講演会等
の実施

福祉に関する理解と意識
啓発を目的として福祉講
座や講演会を開催してい
きます。

推進 推進 推進 推進 福祉部各課
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囲 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 囲

4 幅広いボランティア ･ N P O 活動を支援します

(1 ) ボランティア ･ N P O を育成します

地域包括ケアシステムでは、生活支援サービス ･介護予防サービスなどは、民間活
力を用いた自助 ･ボランティアを用いた互助等により、提供することが期待されてい
ます。
そこで、地域の支えあい活動等の大きな原動力ともなるボランティアやN p o の育

成を進めます。社会福祉協議会などが実施している地域活動や社会貢献活動の情報を
幅広く提供し、 具体的な活動に結び付けていきます。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27 年度 28 年度 29年度

1
ボランティア活動

相談

ボランティアに関する情

報提供や相談機能を充実
します。

推進 推進 推進 推進 社会福祉協議会

2
,

ボランティアまつ
り

ボランティアグループの
活動に関して発表 ･解説
を実践者が行うことによ
り、 ボランティア活動の
実践に向け理解を深め、
ボランティア活動の推進
をはかります。

参加団体
43団体
一般来場
者数

2,800 名

45 団体

3,000 名

45団体

3,000 名

45 団体

3,000 名

社会福祉協議会

3
ボランティアの育

成

各種ボランティア講座を
企画、 開催し様々な屑の
参加を促し、 多様な展開
をはかります。

ボランテ

イア参加

者数
延 650名 延 680 名 延 7lo 名 延 740 名

社会福祉協議会

4
新たなボランテイ
ア層の発掘

新たなボランティア層の
発掘、 拡大のため、 勤労

者層や大学生等若年層を
ターゲットに、 活動のき

っかけづくりを強化しま
す。

推進 推進 推進 推進 社会福祉協議会

:5 N P O の育成支援

区民活動の担い手として
の自立型N P O を育成支
援するため、 各種講座や
助成事業を実施します。

17 講座

延 17 日、
34 時間

助成団体
数

30 団体

17 講座

延 17 日、
34 時間

30 団体

17 講座

延 17 日、
34 時間

30 団体

17 講座

廷 17 日、
34 時間

30 団体

区民参画推進課
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圏 第4章 高齢者保険福祉計画 施策の柱6 回

(2 ) ボランティア ･ N P O 活動を支援します

区民がボランティア活動等を通じて地域活動や社会貢献活動に継続して取り組め

るよう、 ボランティア ･ N P O 団体等の活動を支援します。

事業
番号

事業名 事業内容等
計画目標数

担当課26年度
(見込み)

27年度 28 年度 29年度

1

ボランティア

団体の育成 ･
支援

ボランティアグループの

活動を支援するため、活動
場所の提供、広報活動への
協力、 各種相談への対応 ･
助言などを行います。

推進 推進 推進 推進 社会福祉協議会

2

ボランティア

連合会への支
援

登録ボランティアグルー

プ及び個人の有志から成
る足立区ボランティア連

合会の活性化をはかるた
め、運営 ･機関誌の発行に
対し財政面での支援を行
います。

実施 実施 実施 実施 社会福祉協議会

3

ボランティア

ホームページ
の充実

ホームページを活用した
ボランティア募集やプロ
グによるボランティア情

報 講座の情報提供を行い
ます。

推進 推進 推進 推進 社会福祉協議会

4

ボランティア

コーディネー

トの充実

ボランティアをやりたい

人、またボランティアを必

要とする人に対し、一人ひ

とりにあった活動の紹介、
情報提供、マッチングを行

います。

ボランテ

イア

参加者数
延 650名 延 680 名 延 710 名 延 740 名

社会福祉協議会

5

N P O の運
営 ･マネジメ

ント支援

区内N P O の経営基盤を
強化し、安定した事業展開
をはかるために、各団体の

課題解決に向けた人材育
成やマネジメント支援を
行います。

NP0センター

9 講座
延 1l日
22 時間

相談件数
250 件

9講座
延 14 日
30 時間

250 件

9講座
延 14日
30 時間

250 件

9講座
延 14 日
30 時間

1250 件

区民参画推進課

6
社会貢献活動
支援サイトの
運営

シニアの社会貢献活動を
支援するためのサイトを
構築します。 区 ･ N P O な

ど様々な地域情報や人材
情報等を収集提供します。

約 80,000

アクセス
約 85,000

アクセス

約 87,500

アクセス

約 90 ,000

アクセス
区民参画推進課
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薹 第5章 介護保険事業計画 圏

第5章 介護保険事業計画

(1 ) 被保険者数 ･認定者数 ･利用者数の推移

① 被保険者数の推移

【被保険者数の推移】

l5後205 l57,307
l62,033

147′222

一-言 ｢ ･f T ----…
‐‐　 　

83′474 85,437
87,708-

,し舵 L
一- - - - . . . - -“- ----.･ ･ ･ ･ - ‐…

l 総数 l

65,350 鷁,731 71,870 74,325

nU

第 1号被保険者は、 平成 23 年 には 14 7,222 人でしたが平成 26 年には

162,033 人となっており、 平成 23 年と比較して 14,8 11 人、 10.1 % の伸び

を示しています。
前期高齢者は、 平成 23 年には 81,872 人でしたが平成 26 年には 87,708

人となっており、 5,836 人、 7.1 % の伸び、 後期高齢者は、 平成 23 年には

65,350 人 で したが 平 成 26 年 に は 74,325 人 と な っ て おり、8,975 人、13.7 %

の伸びを、 それぞれ示しています。
伸び率でみると、後期高齢者の方が前期高齢者よりも高くなっています。

【被保険者数の推移】

147,222 人 162,205 人 157,307 人 162,033

81,872 人 83,474 人 85,4 37 人 8 7,708

【76歳以上】
65,350 人 68,73 1 人 7 1,8 70 人 74,325

※各年 10月 1 日現在
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圃 第5章 介護保険事業計画 囲

② 認定者数の推移

【認定者数の推移】

(人)
?R

.984
29,984

30,00O T････----- -

25,246
27,068 4,2794,073

5,000 一 ･ 3,283 酒--霰減段鯆3,072 3,932

4,073
.･････緘 篭ヌ教導
3,854
麹“鈴臣 朝

･

4,279
･

3,932
縦総露鬱檻淺

ぞ
3,072

3,593
r函‘"一望3,43 1

仏 6084,第5 -3,8863,403 て"""ミミト
6,801 -

、ミミ芯

N蘂
:5,600

響淋
3,819

澁尭尭癪
3,652癈3,701

、雨ミ釀
、NN A
5,085 ･
NNNN

、
ミ

k′

ト

レ

3,970

巍t燐尭磁
3,819癜3,675

3,690

t壷蓋毒寿

:3,295

"
…

;3,270

-3,816
森透養護輻湊衾
3,515

合歓毛醸M費髭.
3,514

圏要支援2
囮要介護 1
四要介護 2
回要介護 3
圏要介護4

000

10'000

認定者は、 平成 23 年には 25,246 人でしたが平成 26 年には 29,984 人と

なっており、平成 23年と比較 して 4,738 人、18.8 % の伸びを示しています。
このうち、 要支援認定者は、 平成 23 年には 6,503 人でしたが平成 26 年

には 8,2員 人となっており、 1,708 人、 26.3 % の伸び、 要介護認定者は、
平成 23 年には 18,743 人でしたが平成 26 年には 21,773 人となっており、
3,030 人、 16.2 % の伸びを、 それぞれ示しています。 伸び率でみると、 要

支援認定者の方が要介護認定者よりも高くなっています。

【認定者数の推移】
し笋‘当主きらぎ-餐ヘメきる《

ニ 盛観 さし二霊̂‐む き#浮かぶキス‐÷馬 γ #きざ}′~ ･乱 そ~ ~ ｣〉 - “ " ~‐~

6,503 人 6,876 人
-

7,927 人 8 ,211

要支援 1 3,072ノ、、 3,283ノ＼ 4,073ノ、、 4, 279

要支援 2 3,43し人･ 3,593 人 3,854 人 3,9 32

18,743 人 ･ 20, 182 人 21,057 人 ‐ 21;773

要介護 1 3,403 人 3,885 人 4,285 人 4, 508

要介護 2 5,085 人 5,452 人 5,600 人 5,80 1

要介護 3 3,690 人 3,8 16 人 3,8 19 人 3,970

要介護4 3, 295 人 3,5 15 人 3,652 人 3,8 19

要介護 5 3,270 人 3,514 人 3,70 1 人 3,6 75

論議驚き臨もJ8 25,246 人 ･ 27,058 人 28,984 人 29,984

10 月 1 日
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回 第 5 章 介護保険事業計画 圏

③ サービス利用者数の推移

【介護サービス利用者数の推移】

25,o
ず )

23,311
÷ - 』 “ 6l

2 l,792

20,3 16

1 総数 l
口居宅サービス

圏施設サービス

圏地域密着型サービス

23年度 24年度 25年度 26年度

介護サービス利用者数は、 平成 23 年には 2 0,3 16 人でしたが平成 26 年

には 24,26 1 人、 19.4 % の伸 びを示 しています。 受給率は、 平成 23 年 には

80.5 % で、平成 26 年には 80.9 % となっており、増加傾向となっています。

介護サービス利用者数を介護サービスの種類別にみると、平成 23年から

通して、 居宅サービスが最も多く、 施設サービス、 地域密着型サービスと

続いています。 ただ、 地域密着型サービスは、 平成 23 年には 1,149 人でし

たが平成 26 年には 1,530 人となっており、 33.2 % という高い伸びを示し

ています。

【介護サービス利用者数の推移】
′‐ もゞき-さ̂ぞ‐尊ぼ "字尹しき三男参,辞せゑ墾惟藍きら‐-望燈外た '‐ -≠'国事す′~ゞ ゞ7き‐テラ喜 ぶ"‐中河÷【尉』‐ヌなん泰三･き そぐゾミミで -

20,316 人 21,792 人
-

23,311 人 ‐̂ 2 4 , 2 6 1

一ビス 16,056 人 17 ,2 55 18 ,4 55 19 ,0 0 0

サービス 3,l n 人 3,219 人 3,371 人 3 ,7 3 1

一ビス L 149 人 L 3 18 人 l,485 人 1,5 3 0

80.6 % - 80.5 % 8 0.4 % 80 ,9 %

※ 10 1 日
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剛 第 5 章 介護保険事業計画 皿

【地域密着型サービスの種類と利用者数】

(人)

165 . に L89 :
　　　　 　　　　　　　　

□小規模多機能型居宅介護

圏夜間対応型訪問介護

圏認知症対応型共同生活介護

団認知症対応型適所介護

四定期巡回 ･鮪時対応型訪問介護看護

圏複合型サービス

　
42

23年度 24年度 25年度 26年度

地域密着型サービスの内訳では、平成 23年から通して、認知症対応型通
所介護が最も多く、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、
夜間対応型訪問介護と続いています。定期巡回･随時対応型訪問介護看護、
複合型サービスは、 平成 24 年 4 月から制度が導入され、 足立区において
は、 10月に事業所が開設されました。

【地域密着型サービスの種類と利用者数】

.-
-
ベ ニン′べそミラー 警ら許 せもちテテー-〆

′≦′些事さすきざぬき扇 ぎが:盤≧-
'＼ もき み-

105

7 1

140 人 165

84 人 70

564 人 576

189

74

463 578

479 人 605 人 614 人 601

定期巡回
0 人 53 人 64

合型サービス - 0 人 36 人 42

計 ′
-

1が118 人 1;383 人 も 514 人 巧も48

10月 1 日現在
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囲 第5 章 介護保険事業計画 囮

(2 ) 保険給付額の推移

① 給付額の推移

【予防給付、 介護給付別年間給付額の推移】

(千円)
4 1,9 25 ,5 0 7

39 , 54 3 ,6 49 -サー詳÷▲÷｢l
7 ,20 7, 578 - --‐‐- 2 ,0 1 1, 74 2　　　　　　

驫-÷･÷“ナコ
ー,8 55 ,3 6 0

1,6 7 0,3 68

3 4, 2 0 3 ,2 24 r÷㈹ヤナコ 1,8 55 ,3 6 0

l 総額 1
圃予防給付

圏介護給付
3 5, 5 37,2 10

3 7 ,68 8 , 28 9
- - - 3 9 ,9 13 , 76 5

3 2 ,6 0 9, 6 4 7

23年度 24年度 25年度 26年度(推計値)

給付額は、 平成 2 3 年には 34 ,20 3,2 24 千円でしたが平成 26 年には

4 1,9 2 5, 50 7 千円となっており、 平成 23 年と比較 して、 7,722,283 千円、

22.6 % の伸 びを示 しています。

このうち、 予 防給付は、 平成 23 年には 1,593,577 千円でしたが平成 26

年には 2,011,74 2 千円となっており、 平成 23 年と比較 して 418,165 千円、

26,2 % の伸びを示しています。 介護給付は、 平成 23 年には 32,609,647 千

円でしたが平成 26 年には 39 ,9 13 ,76 5 千円となっており、 平成 23 年と比

較 して 7,304,118 千円、 22.4 % の伸 びを示 しています。
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国 第 5 章 介護保険事業計画 囲

臼FT霊q)
34,203 224 37,207,578 39,543,649 41,925,50745,000-000

001.7882,
　
9,954(予防地域密着型サービス)l,66も 730

l,690,045
寺ゞ/毒 8,409

I 総 額 1
口予防居宅サービス

23-897,591
圏予防地域密着型サービス

園居宅サービス

園地域密着型サービス

同施設サービス1,488,308
･ゞゞ ゞゞ ･

3,320,774
3,667,877

2,939,423

　　　　 　 　
lo,307,471 lo,792,833一一一 u ,400,620 ,

12,448.297

23年度 2‘4年度 25年度 26年度(推計値)

給付額をサービスの種類ごとにみると、予防給付では、居宅サービスは、
平成 23 年には 1,690,045 千円で したが平成 26 年には 2,001,788 千円とな

っており、 平成 23 年と比較 して 411,743 千円、 25.9 % の伸 びを示 していま

す。 地域密着型サービスは、 平成 23 年には 3,532 千円でしたが平成 26 年
には 9,954 千円となっており、 平成 23 年と比較 して 6,422 千円、 18 1,8 %

と大きな伸びを示しています。
介護給付では、 居宅サー ビス は、 平成 23 年には 20,8 13,868 千円で した

が平成 26 年には 2 3,8 9 7, 59 1 千円となっており、 平成 2 3 年と比較して
3,083,723 千円、 14.8 % の伸 びを示 しています。 地域密着型サー ビスは、 平

成 23 年には 1,488,308 千円で したが平成 26 年には 3,567,877 千円となっ
ており、 平成 23 年と比較して 2,079,569 千円、 139.7 % と大きな伸びを示
しています。 また、 施設サー ビス は、 平成 23 年には 10,307,47 1 千円で し

たが、平成 26 年には 12,448,297 千円となっており、平成 23 年と比較して
2, 140,826 千円、 20.8 % の伸 びを示 しています。
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囲 第 5 章 介護保険事業計画 圏

【予防給付、 介護給付別年間給付額の推移】
‐-

-‐- -
-‐- - - -一

r一言" { なし詰む
-
-テーニー . ‐“

へん-･こしごつ-三一ゞ - --̂》 --~一一 -
-- ~ - - --

ふと - -
′- -もち -＼

し6 93,577 千円 1,670,368 千円 1,855,36 0 千円 、a o11,742 千円

サービス
1,590,045 千円 1,66 1,730 千円 1,846)95 1 千円 2,00 1,788 千円

地域密着型
3,632 千円 8,638 千円 8,409 千円 9,954 千円

サービス

32お09,647 千円 3 55537,210 千円 37,688,289 千円 39,913,765 千円

ビス
20,8 13,868 千円 21,804,954 千円 22,966,895 千円 23,897,591 千円

1,488,308 千円 2,939,423 千円 3,320,774 千円 3,567,877 千円

ビス
10,307,471 千円 10,792,833 千円 11,400,620 千円 12,448,297 千円

34,203,224 千円 37,207,578 千円 39,543,6 49 千円 4 1,925,507 千円

‐ 83 -



回 第 5 章 介護保険事業計画 圃

② 標準給付費の推移

【標準給付費の推移】

(千円)

l 総 額 ｣

圏居宅 (介護予防) サービス
25,07l,055

23,7l9.461
亞地域密着型(介護予防) サービス

圏介護保険施設サービス

圏高額介護サービス費など

2,394J o9
2'948,o62

3･329,123

鬮
71 10

薹
33

蘭
1
繭

7

2,032,415 2,2l9,689 2,377,379 2,605,783

23年度 24年度 25年度 26年度(推計値)

標準給付費※1は、平成 23 年には 36,506,674 千円でしたが平成 26 年には
44,8 11,751 千円となっており、 平成 23 年と比較 して、 8,305,077 千円、
22.7 % の伸 びを示 しています。

※- 標準給付費…①居宅サービス費、 ②地域密着型サービス費、 ③施設サービス費、 ④高額介護サービス
費等のその他のサービス費の合計金額
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圏 第5 章 介護保険事業計画 圏

(単位 :千円)

461 2 5,07 1,0 5 26 , 179 ,

209 6 507 58 3 6 ,566 ,

523 ,19 522,6 45 5 13,4 89‐ 522,　

くも - 619 8 06 70 9,502 753 ,2 23 825,

(老健) 385

l 2,2 36,4 5 2 ,442 ,794 2,550 ,47 5" 2 ,691,

84 , 10 7 6,228 78 ,6 37 75,

29 1,795 360 ,855 444 ,4 0 1 520 ,

1,4 24,70 1 1,733,278 1,8 09 ,72 3 1,90 1,

ピゞ ス 、 も ~ ‘ ゞ . 2 3,020 1

lo,30 7,4 71 10 ,792 ,833 n ,40 0,62 12 ,448 ,

Jム ' ゞ
‐
“
も 5 ,785,4 1 6 ,052,055 6 ,234 ,50 7

3,270 ,28 3,567,706 4 ,030 ,30 1 4

1,25 1,77 1, 173,072 1, 13 5,8 l5 1

667 , 109, 718 ,

l17 0 73 132

1 228 76 1 29 1 22 1

62,9 73 54 , 103 5 7

1上

997 043 1 029 850 83 3,298t 9 14 ,8 l

※ 26年度は推計値

- 85



回 第 5 章 介護保険事業計画 囮

③ 期別標準給付費等の推移

【期別標準給付費等の推移】

(億円)
l,294五

1.400

27,8

し200 一一一一期 , 団
L 063‘6

876,6
29.2 ･

'000 ‐- -- -------- -

746 7
18,5

800 ‐------------…- -

l034.“

400 ‐---- 858.1
746‐7

487.4
200 ‐ー --' ---- ---

0

L 総 額 l
□地域支援事業

圏標準給付費

第 1期 第 2朝 第3期 第4期 第 5期(推計値)

平成 12年度からスタートした介護保険制度における標準給付費等は、平
成 l2 年度から 14 年度の第 1期、 15 年度から 17 年度の第 2 期にかけて、
53 2 % の大幅な増加を示しました。 第 3期の標準給付費等は、 地域支援事
業の新設などによる介護予防の推進、 ホテルコストの導入など、 大きな転
換があり、 17.4 % の増となりました。 第 4 期の標準給付費等は、 認定者数
の増加や介護報酬の改定などがあり、 21.3 % 増加しています。

12 ~ l4 年度

4 8 7 ,4 意

1 ~ 23 年度 24 ~ 26 年度

1034.4 億円 1266. 7 億

29.2 億円 27,8 億

1063.6 億円 1 294.5 意

15 () 17

74 6 .7 858 . 1

18 .5

876 .6746.7 億
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国 第5 章 介護保険事業計画 圏

韮 一 幅 ･ -≧ ′ ‐ “' - ! ' :′

( 1 ) 今期計画の主な改正点

平成 26年 6月に ｢地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律｣ (医療介護総合確保推進法)が可決

され、 併せて介護保険制度も改正される予定となっています。 主な改正案

は次のとおりです。

①一定以上の所得のある利用者に対する自己負担の 2割への引き上げ

→平成 27年 8月より実施

②高額介護サービス費の見直し

→平成 27 年 8月より実施

③特定入所者介護 (予防) サービス (低所得の施設利用者の食費 ･居住費)

の見直し

→平成 27 年 8月より実施

④低所得者に対する介護保険料軽減の拡充
k →平成 27 年 4月より実施

⑤特別養護老人ホームの重点化 (入所要件の変更)

→平成 27 年 4月より実施

⑥予防給付の訪問介護と通所介護の介護予防 ･日常生活支援総合事業への

移行
→平成 28年度以降に実施

⑦小規模適所介護の地域密着型サービスへの移行
→平成 28年 4月より実施

⑧居宅介護支援事業者の指定権限の移譲
→平成 30 年 4月より実施
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回 第 5 章 介護保険事業計画 皿

(2 ) 介護給付の適正化

介護保険制度が適正に運用されていくためには、
①介護給付を適切に認定ししたうえで
②受給者が真に必要とするサービスを
⑨事業者がルールに従って適正に提供する

これらを進めていく必要があります。
無駄な給付を無くし、利用者に適切なサービスを提供していくと、介護保

険制度の信頼性が高まり、 介護給付費の出費や介護保険料の増大が抑えら
れていき、 区の介護保険制度の基盤が安定します。
介護保険制度の適正化を進めるために、 区では以下の対策を推進してい

ます。

1 認定審査の適正化 認定審査員 ･審査会委員の研修を行います。
2 介護支援専門員研修 新任研修 ･現任研修を行います。
3 事業者に対する指導 集団指導や実地指導を行います。
4 ケアプラン点検 居宅介護支援事業所の点検を行います。

5 縦覧点検
国保運から提供された情報をもとにチェック
します。

6 介護給付費通知 年に 2 回実施します。

1 認定審査の適正化 認定審査員 ･審査会委員の研修を行います

介護給付費通知 年に 2 回実施します。

‐ 8 8 ‐



彊 第 5 重 介護保険事業計画 田

( 1 ) 被保険者数 ･認定者数 ･整備計画の推計

① 被保険者数の推計

【被保険者数の推計】

000
(′＼)

許す.ローー刊 国 許l　 　　　　

2 3 0 , 18 9 2 3 1, 12 5 2 3 2 , 2 9 4 2 3 6 , 0 6 2 2 39 , 9 16

000 :に,. にに :÷ :,: ÷:

000 ひひ ここ :‐:‐ :‐: ここ

000
8 9 , 192 8 7, 70 1 8 5 , 6 17 78 , 7 8 1 6 4 , 5 5 2

76 ,4 4 7
一7 9 ,4 6 4

- 8 2 , 3 2 3
8 7 , 3 19 9 3 ,0 16

I:::::::I I::::増 野:変 事.-

四第2号被保険者

圏前期高齢者

園後期高齢者

00 P 00 -醐 醤F::::::【 t:;:裟J
60 , 0 0 0 76 ,4 4 7

‐7 9 ,4 6 4
‐8 2 , 3 2 3

8 7 , 3 19 9 3 ,0 l

o I:::::::I I::::増 野;:変 事.-

27年 28年 29年 32年 37年

第 1 号被保険者は、 平成 27 年の 165,639 人が平成 29 年には 167,940 人

に、 第 2 号被保険者は、 平成 27 年の 230,189 人が平成 29 年には 232,294

人に増加すると推測されます。
また、 前期高齢者は、 平成 27 年の 89,192 人が平成 29 年には 85,617 人

に減少し、 後期高齢者は、 平成 27 年の 76,447 人が平成 29 年には 82,323

人に増加すると推測されます。なお、平成 30年には後期高齢者数が前期高

齢者数を上回っていると推測されます。

【被保険者数の推計】
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 　 　 　　　 　

062 239,916230,189 人 23も126 人 232,294

1 00･差三 冠続き 165,639 人 167, 165 人 167,940 15 7 , 568

前期高齢者 【66 ~ 74 歳】 89, 192 人 87,701 人 85,617

後期高齢者【75歳以上】 76,447 人 79,464 人 82,323

78,78 1 6 4 , 552

※ 各年 10月 1日現
※ 10月 1日推計人口= (足立区作成の4月 1日推計人口十翌年度 4月 1日推計人口) ÷2
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囲 第 5章 介護保険事業計画 国

② 認定者数の推計

【認定者数の推計】

(′＼)
6,0 00

0 '0 0 0 -

5,0 00 ‐

0'0 0 0

5,0 00 ‐

0'0 0 0

5,0 0 0

'0 0 0

5,0 00 ･

0

4 0 , 25 3

7 , 19 3

葭奴榊これに鷲
嬢ミ賞 讃 避 戦迂

感興き孃を 署壺乳 簾
74
一- 一 鬮- 鰡 - !樋 - …- - J r

･ は

攝

圏
仏盤 ニニ讓

斥 59･
0 7 5

1 --

&“
‐
騨';一円

; !
ど‐ ‐

1賃

･NNN
巡総

･
鰺

、

ゞ
:
!
;
む

･

.

-

‘

‐

‘

、｣ミミ、
、6 11Q

ミミ、
、

11リ ア
NN 戦迂

鬮
さ。ト
94′
＼、

-

、慥N N、
-5 , 9
N N N･ 幾NN Q

‘ 〆
▲

NN、

瘢
幽

‘ ‘4

- 3

3

錢
轆
銘

' J′

3宰妾
3 . "

J′
宰鬱

8
と

4
賤
3

誇

盤
の

･
‘ ▲

g

茉
乙 ･ 3

l 総 数 -
□要支援 l

圏要支援 2

囚要介護 1

国要介護 2

回要介護 3

圏要介護4

圏要介護 5

認定者は、 平成 27 年の 31,755 人が平成 29 年には 34,102 人に増加する
と推測されます。 なお、 平成 37 年には 40,253 人にまで増加すると推測さ
れます0 、

このうち、要支援認定者は、平成 27 年の 9,273 人が平成 29 年には 10,569
人に、 要介護認定者は、 平成 27 年の 22,482 人が平成 29 年には 23,533 人
に、 それぞれ増加すると推測されます。 なお、 平成 37 年には、 それぞれ、
12,54 5 人、 27,708 人にまで増加すると推測されます。

【認定者数の推計】
- U U ′ ^ } k 、すご -一文 ′- 】-、 し- - "′ ′ - - - し ′

- }
＼な

し
区 “ゞ/ 分 み そ おし2字>-

- ふし } 2 8 し

9,273 人 9'902 10,569

6 , 14 6

4 ,4 23

23,533

5 , 48 4

6 , 1 l3

4 ,0 3 3

4 , 169

3 , 734

34 , 10 2

12,021 人

7 4 93 人

4,828 人

25,474 人

6,372 人

6,530 人

4,174 人

4,590 人

3,808 人

37,495 人

12,545 人

7,474 人

5,07 l 人

27,708 人 .

6,939 人

6 ,9 6 l人

4,586 人

5 4 25 人

4,097 人

40,253 人

ご 要支援 1 5,075 人 5,595 人

事; 老2 4,l98 人 4,307 人

2 2,4 82 人 2 2,982

御講 1 4,844 人 5 , 153

2 5,944 人 6 , 02 1

3 4,020 人 4 , 0 24

‐ り 護 4 3,96 l 人 4 , 056

5 3,723 人 3,728 人

　 　　　　‐し 31,755 人 32,884 人

. ‐ 10 1 日現
※ 2号被保険者を含む
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霊 第 5 章 介護保険事業計画 圏

③ 地域密着型サービス計画値

介護が必要になっても可能な限り住み慣れた地域で生活することができる

よう、日常生活圏域内に地域密着型サービスの整備を目指します。 ｢小規模多

機能型居宅介護｣ や ｢定期巡回 ･随時対応型訪問介護看護｣ などの計画値は次

のとおりです。

14 か所小規模多機能型居宅介護き 16 か所 16 か所 1 7 か所

↓々 -目tx･“｣-、.･んセー･ - -ノ!増麦 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所

‐" 言文幼心ヌ型界岡生結ん設 34 か所 34 か所 34 か所 36 か所

･ " n " I7 I龍受 26 か所 26 か所 27 か所 27 か所

定期巡回 ･随時対応型訪問介護看護 5 か所 5 か所 10 か所 10 か所

看護導入群著“ ;三-摯精包介護 (※》 2 か所 3 か所 4 か所 5 か所

※ 平成 26年度までの名称は 『複合型サービス｣ です。
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囲 第 5 章 介護保険事業計画 囲

【日常生活圏域図】

足立区地域密着型サービス事業所配置図 (平成 2 7 年 1月 1日現在)

認知症対応型共同生活介護

★ 3 4か所
認知症対応型通所介護

△ 2 6か所
小穀楔多豊能型居宅介護

圏 1 4か所
夜間対応型訪問介護

、 2か所
定期逕目‐瞳時刻応型餅門介厩着搜

@ 6か所
複合型サービス
* 2か所

地域包楮支援センター

夢 2 5か所

華 乳北東地区#

=北西地区= 十一
月

.
円▲

=南西地区=

【日常生活圏域における地域密着型サービス事業所数】
‐ 望み小規模多機 ゞ き′ { ′ ゞ 定期巡回→ “

' ‐′･ ~

　
　
　 　　 　　　　 　 　　 　　

住地区 2 か 1 4 m月 5 か所 1 か所 1

地区 2 か月 0 か所 6 か所 4 か所 1 か所 0

3 "月 1 か月｢ 6 か所 3 力漕 1 0

2 か所 0 か所 8 か所 5 か所 1 1

5 か一 ○ 1 0 か所 9 か所 1 か一 0

(平成 27年 1月 1日現在)

※ 平成 26年度までの名称は ｢複合型サービス｣ です。
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囲 第5 章 介護保険事業計画 薑

④ 施設定員の年次別推計

介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) については、既に第 6期の計画期

間中に、 下記のとおりの開設が見込まれています。
平成 30年以降の整備にあたっては、制度改正の動向や施設入所希望者の動

向を勘案しつつ、検討を深めていきます。 現時点では、第 7期の期間中に 2 施

設、 150 ~ 30 0 床程度を見込んでいます。 施設整備のあり方が判断された場合

は、第 6期期間中に第 7期期間中に開設する施設を公募することもあります。
また、認知症グループホームは、介護老人福祉施設の開設及び今回の制度改

正の影響を受けることが想定されるため、平成 29 年に計画値を掲載しました

が、 今後の動向を注視しながら検討を深めていきます。
なお、 特定施設入所者生活介護については、 整備数が区内の利用者数に達

しているため、 区内全域で新規整備は見込んでいません。

【施設整備計画目標数値】 (上段 :施設総定員見込数、 下段 :整備計画目標数)

W 、
-〆 キー許せ -て~博学 - 】

-一役 ゞ
′

,さ
す 2 ,28 3 2 ,4 4 3 2 ,58 3

人ホーム) ＼ ＼ ‐ 160 人 140

,4 4 3 2 ,58 3 2 , 7 0 3

160 人 140 人 120 人

1,717 人 1,717 人 1,717 人

150 人 0 人 0 人

239 人 239 人 239 人

0 人 0 人 0 人

6 14 人 6 14 人 650 人

0 人 0 人 36 人

41 人 4 1 人 41 人

0 人 0 人 0 人

l,567 人 1,717 人 1,7 17

保健施設
　　 　 　　 　　　 　　　　　　

239 239 239

6 14 人 6 14 人 6 14 人

(認知症高齢者グループホーム) 、
0 人 0 人

妻,
(介護専用型有料老人ホーム) , - 0 人 0 人
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(2 ) 保険給付額の推計

① 給付額の推計

【予防給付、 介護給付別年間給付額の推計】

45.378.38l 47.580,187 49.417,ll4 53,807,686 59,957話31 (総給付費)

(千円) ･ l,493,02l
60,000,00O

10

000･000

総 額

　　　
40'000･000

30,000,000

20,000,ooo

lo'000'000

0 ･
27年度 28年度 29年度 32年度 37年度

給付額の合計をみると、 平成 27 年は 45,378 ,381 千円、 平成 28 年は
47,580,187 千円、 平成 29 年は 49,4 17,114 千円と増加 していくと推測され

ます。

そのうち、 予防給付は、 介護予防訪問介護 ･通所介護が地域支援事業に
移行することに伴い、平成 27 年は 2,300,5 13 千円、平成 28 年は 1,828,5 56

千円、 平成 29 年は 1,092,167 千円と減少していくと推測されます。
介護給付は、 平成 27 年は 43,0 77,868 千円、 平成 28 年は 45,751,631 千

円、 平成 29 年は 48,324,947 千円と増加していくと推測されます。
なお、 その後は、 予防給付 ･介護給付とも増加 していき、 平成 37 年には

予防給付は 1,493,021 千円に、介護給付は 58,464,110 千円にまで増加する
と推測されます。

【予防給付、 介護給付別年間給付額の推計】 (単位 :千円)
ゞ区 分 ,キ 27 度 . ' 、2 8 “- -･ ブM に 2

【予防給付、 介護給付別年間給付額の推計】
-】 - ′ -^ U - -̂ -= - } 】 - -、--- U-ゞ区 分 /ご 幻 年度 き 三愛g 年度 #“"

ゞ

2,300,5 13 1,8 28,556 1,092,16 7

43,077,8 68 4 5,75 1,63 1 48,324 ,947

45, 378 ,38 1 4 7,580,18 7 49 ,417, 114

1,339,

52,467,

53,807,

1,49 3,02 1

58,46 4, l10

59,957,13 1
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【年間給付額のサービス種類ごとの推移】

(f lfJ) し432J 29

　　　　
　

　 　
　

　　
　　　

29,444,5258総轄 .こも讓 に 廚47733一 ÷
26,246,685

000,000 .25,72l,791 --- .･.~

圏杼防居宅サービス44525
榊 鬮

　　
　　　　　　　

"
性 鼻

血
3o211 - -1o531364 十一十 一一

翼
---
"

000,000 17,0l6,646l3,376,267 14,123,703 l丸647,095 15,689,837

, ! 圓
,
鬮 鬮 嶬 鬮 ｣

27年度 28年度 29年度 32年度 37年度

給付額をサービスの種類ごとにみると、 予防給付は、 予防居宅サービス

で平成 27 年の 2,283,371 千円が、介護予防訪問介護 ･通所介護が地域支援

事業に移行することに伴い、 平成 29 年 に は 1,0 5 6 ,8 88 千円に減少してい

き、予防地域密着型サービスでは、 平成 27 年の 17,142 千円が平成 29 年に

は 35,279 千円に増加していくと推測されます。
介護給付は、 居宅サー ビス で平成 27 年の 25,72 1,79 1 千円が、 平成 28 年

度に小規模の通所介護が地域密着型サービスに移行することに伴い、 平成

29 年には 24,547,641 千円に減少し、地域密着型サービスでは平成 27 年の

籤 979,8 10 千円が平成 29 年には 9,130,211 千円に増加、 施設サー ビス では

平成 27 年の 13,376,267 千円が平成 29 年には 14 ,647,095 千円に、 それぞ

れ増加していくと推測されます。
なお、 その後は、 平成 37 年には、 予防居宅サー ビスは 1,432,129 千円

に、予防地域密着型サー ビス は 60,892 千円に、居宅サー ビスは 29,444,525

千円に、 地域密着型サービスは 12 ,0 02 ,9 39 千円に、 施設サー ビスは

17,016,646 千円にまで、 それぞれ増加すると推測されます。

【年間給付額のサービス種類ごとの推移】 (単位 ;千円)
J ‐トヘ少--】‐ ＼^ ･̂‘-'し】=' - --が }-〆Uミ ‐一閃 ′- k 一 二一浮べ一一 " U U シー で一ソー･~ k- } ^ -‐ =言‐…ね 、

予防居宅サービス 2 , 28 3, 37 1 1,8 0 2, 19 2 l,05 6 ,8 8 8

予防地域密着型サービス 17 , 142 26 ,3 64 3 5 ,2 79

居宅サービス 2 5 , 72 1, 79 1 2 3 ,28 1,9 92 24 ,54 7 ,6 4 1

地域密着型サービス 3 ,9 79 ,8 10 8 , 346 ,9 36 9 , 130 , 2 1 1

施設サービス 13 ,3 76 ,2 67 1‘も 123 ,70 3 14 ,6 47 ,0 9 5

1, 292, 0 67

4 7 ,7 33

26 ,24 6,6 8 5

10 ,5 3 1, 36 4

15 ,689 ,8 3 7

1,4 3 2, 129

6 0,8 9 2

29 ,4 44 ,5 2 5

12 , 0 02,9 39

l7 , 0 16,6 46

‐ 9 5 ‐
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【介護予防サービス給付額の推計】

要支援 1 ･2 の方が利用できます。その給付額等見込みは以下のとおりです。

ち三宿すらふら区〆を、
"

きき .さんなに魚で分クマ,三一を ミ半戒幻年度 平成第J年度 事成 29年度 平成滋,年度

-

l

I

I

l

l

i

l

平成 37,年度

1, 43 2, 129
(1)介護予防サービス (千円)

介宣 ‐ 言 給付費 (千円′年)
目 口 P 人数 (人/月)

~“ キロ□1 淡ム 給付費 (千円/年)
れ搜 rげJ畝回ハ信れ 回数 (回/月)
言護 I乳 ′I′口、

"
、徴

▲ 、ハ/月!
給付費 (千円/年)

ノ範実澱み誇ら.

給付費

.【礎 回数 (回/月)
人数 (人/月)

介護予防訪勘ハビ鱗 増島“爺)
リテーション

人数 (人/月)

" 艘 J M ... .解=.笈言 給付費 (千円/年)

理指導 人数 (人/月)

垂 、 - ‘ 給付費 (千円′年)
目 P 人数 (人/月)

介護予防適所リハビ 給付費 (千円/年)
リテーション 人数 (人/月)

介護予防短期入所生讓 欺戻り角行)
活介護

人数 (人/月)

介護予防短期入所療 鞍費 t千野宣告)
養介護 (老健) -故 / "′□、人狄 ミ人′月′

介護予防福祉用具貸 給付費 (千円′年)
与 人数 (人/月)

…云田 給付費 (千円/年)訥rNこノー目支 ｣ヲ′1田.
具購入費 人数 (人/月)

,岬参 給付費 (千円′年)
人数 (人/月)

ノlp支 J " "‘｣ mo拷▽入 給付費 (千円/年)

居者生活介護 人数 (人/月)

介護予防支援
給付費 (千円/年)
人数 (人/月)

2 , 28 3, 37 1 1,8 02 , 19 2 1, 0 56,8 8 8 1,2 92 , 0 6 7

ノト宣 = 胃 給付費 (千円′年) 5 30 ,8 3 7 2 9 L 5 60 0 0 0
" 養

人数 (人/月) 2 , 16 1 1, 19 0 0 0 0

れ搜 y.勤訪問入浴介
護

給付費 (千円/年)
回数 (回/月)

6 ,5 6 4

5 6 .6

1 1,4 20

98 .8

16 ,0 10

138 .4

2 1,3 4 4 24 ,98 3

18 3 . 9 2 16 .3

人数 (人/月) 1 1 23 3 2 4 5 5 1

ノIP実 ｣･M行!:□, .【p受

給付費 (千円/年) 6 8 ,0 9 4 9 3 ,6 50 12 3,3 18 18 8 , 6 3 2 2 39 ,68 4

回数 (回/月) L 16 4 , 2 1,6 0 8. 6 2 , 12 5 .8 3 , 26 8 , 5 4 , 156 . 1

人数 (人/月) 18 7 239 293 3 7 1 366

介護予防訪問リハビ
リテーション

給付費 (千円/年) 2 7 ,6 3 9 3 9 ,9 35 5 3, 17 6 6 4 ,4 3 7 7 1, 366

回数 (回/月) 70 7 ,4 l,0 24 .O 1, 36 5. 1 1, 6 5 5. 4 1,8 34. 7

人数 (人/月) 6 7 9 7 128 14 9 154
^ 〉□◆,にコ′ ~← 給付費 (千円/年) 29 , 19 8 3 3 ,6 73 35 ,9 94 39 ,39 9 4 3 ,2 32

理指導 人数 (人/月) 2 3 1 26 6 28 4 3 12 34 2

垂 、 一 三 給付費 (千円′年) 9 26 ,4 7 0 57 6 ,774 0 0 0
フ丙 予 J だ｢ 幅 人数 (人/月) 2 ,2 24 1)389 0 0 0

介護予防適所リハビ
リテーション

給付費 (千円/年) L50 ,2 36 16 2,9 2 2 175, 5 33 L9 6 ,9 19 20 3 ,03 5

人数 (人/月) 286 3 17 3 4 9 409 4 2 3

介護予防短期入所生
活介護

給付費 (千円/年) 7, 6 50 9 ,9 23 13,8 72 20 ,6 1 1 33 ,9 10

日数 (人/月) 7 1,6 9 2 .9 129 .8 19 2 . 9 3 17.3

人数 (人/月) 15 17 2 2 2 5 29

介護予防短期入所療
養介護 (老健)

給付費 (千円/年)
日数 (人/月)

2 , 23 9

14 . 3

2 ,26 6

1 4 4

2 ,29 2

14 ,6

2 , 38 9 2 ,5 12

15 .2 l6 ,O

人数 (人/月) 2 2 2 2 2

介護予防福祉用具貸
与

給付費 (千円′年) 7 2 ,6 59 8 1, 737 9 5 ,0 39 1 12 ,8 5 8 124 ,6 67

人数 (人/月) 939 1,0 5 5 1, 22 5 1, 4 4 4 L,59 8
ヴ[云 田 給付費 (千円/年) 19 ,8 9 1 24 ,5 08 29 ,7 2 1 35 ,0 6 5 39 05 1訥rNこノlp支 ｣ヲ′1田.

具購入費 人数 (人/月) 8 2 100 12 1 14 2 159

ノ《歳了肝ハ. Jメ修参 給付費 (千円′年) 8 4 ,9 2 6 9 4 ,8 85 10 6,5 3 7 122 ,8 3 2 L3 59 59

人数 (人/月) 72 8 2 94 1 l 1 12 1

ノlp支 J " " ‘｣ mo拷▽入

居者生活介護
給付費 (千円/年) 8 4 ,48 6 8 6, 788 9 l,6 57 9 3 ,9 59 9 5 ,4 07

人数 (人/月) 7 3 75 77 7 9 8 1

言 需‘ 給付費 (千円/年) 2 72 ,48 3 29 2 , l5 1 3 13 ,73 9 39 3, 62 2 4 18 ,4 2 3フ 豆 予
人数 (人/月) 4 ,6 6 5 5 ,0 02 5 ,3 7 1 6 , 73 9 7 , 164

(2)地域密着型介護予防サービス (千円)

介護予防認知症対応 鬱費搗け籍)
型適所介護

人数 (人/月)
介護予防小規模多機 給付費 (千円/年)
熊型居宅介護 l人数 (人/月)

17, 14 2 2 6 ,3 64 35, 2 79 4 7, 7 3 3 6 0 ,8 9 2

ハ垂 弱 4 t｣ 給付費 (千円/年) 10 ,9 0 2 16 ,3 7 1 22,8 11 3 2 ,78 2 4 4 ,295

型適所介護
人数 (人/月)

8 9 .4 13 2 ,3 18 2 ,6 26 0 . 7 3 5 1.O

16 2 1 2 7 32 3 3

介護予防小規模多機 給付費 (千円/年)
熊型居宅介護 l人数 (人/月)

6 , 24 0 9 ,9 9 3 12,4 68 14 ,9 5 1 16 ,59 7

8 13 17 20 22

合計 、 l給付費 (千円/年) 2 ,30 0, 5 13 1, 828 ,5 66 1, 0 92, 16 7 1,3 39 ,8 0 0 1,49 3,02 1
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【介護サービス給付額の推計】

要介護 1 ~ 5 の方が利用できます。
なお、介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) を利用できるのは、原則とし

て要介護 3 ~ 5 の方に限られます。
給付額等見込みは以下のとおりです。

(1)居宅サービス (千円)

給付費 (千円/年)

訪問介護 回数 (回/月)
人数 (人/月)

給付費 (千円/年)
訪問入浴介護 回数 (回/月)

人数 (人/月)
給付費 (千円/年)

訪問看護 回数 (回/月)
人数 (人/月)

訪問リハビリ
"給付費 (千円/年)

テーション
回数 (回/月)
人数 (人/月)

居宅療養管理 給付費 (千円/年)
指導 人数 (人/月)

給付費 (千円/年)
適所介護 回数 (回/月)

人数 (人/月)

~ 工饉^ ゞ= 二 会付費 (千円/年)
朝ヌハこソソ 』数 (回/月)

一シヨ
.
ン

人数 (人/月)

短期大所生活
給付費 (千円/⑧

介護
日数 (人/月)

人数 (人/月)

短期入所療養
論付費 (千円/年)

介護{老健)
日数 (人/月)

人数 (人/月)

短期入所療養
給付費 (千円/年)

垂 ‐ 日数 (人/月)

人数 (人/月)

福祉用具貸与
給付費 (千円/年)
人数 (人/月)

特定福祉用具購 給付費 (千円/年)
入費 人数 (人/月)

住宅改修費
給付費 (千円/年)
人数 (人/月)

特定施設入居者 給付費 (千円/年)
生活介護 人数 (人/月)

居宅介護支援 轢熱嵩謄

2 5,7 2 l,79 1 23,28 L 992 24, 54 7,6 4 1 2 6, 24 6, 68 5

案

I

2 9 ,4 44 , 625

訪問介護
給付費 (千円/年) 6 , 14 2 ,26 8 6 , 30 7 ,3 5 1 6 , 5 1 1,4 l3 6 , 64 5, 6 57 6 ,98 8 ,8 17

回数 (回/月) 16 6 ,69 4. 2 17 1, 136 . 5 主76,6 39‐9 18 0, 25生 4 18 9 ,5 6 4.O

人数 (人/月) 7 ,00 6 7 , 20 5 7 ,45 0 7, 6 50 8 ,0 47

訪問入浴介護
給付費 (千円/年) 5 6 3,05 9 6 52 , 12 5 73 6 ,4 2 7 8 3 2, 2 73 93′も382

回数 (回/月) 3 ,6 47 ,9 4 ,2 24 ,5 4 , 7 70. 3 5 , 39 0 ,5 6 ,0 5 1.8

人数 (人/月) 75 4 8 6 8 9 7 7 1,0 6 5 1, 12 1

訪問看護
恰付費 (千円/年) 8 5 3,8 17 9 34 ,9 0 5 l, 0 26, 674 1, 32 3, 13 8 1, 74 4 ,494

回数 (回/月) 12 ,8 36 ,0 14 , 108 ,2 15, 5 46.4 20 , 194 ,6 26 ,8 19 ,5

人数 (人/月) l,74 5 1,8 18 l,90 3 2 , 15 l 2 , 344

訪問リハビリ
テーション

給付費 (千円/年) 2 68 ,9 4 5 3 34 ,4 7 6 39 2 ,9 5 3 4 2 1, 53 5 4 3 3 , 224

回数 (回/月) 7 ,0 65 ,4 8 ,79 2 ,O 10, 3 32.9 1 1, 089 , 1 1し 400 ,6

人数 (人/月) 6 2 2 7 7 l 903 、し95 9 9 67

居宅療養管理
指導

給付費 (千円/年) 6 8 7,50 7 7 2 3,6 2 2 76 2 ,674 8 l3す29 3 8 8 l, l9 5

人数 (人/月) 4 ,58 5 4 ,8 2 6 5, 08 7 覊 4 2 5 5 ,8 79

適所介護
合,付費 (千円/年) 6, 4 3 1,8 3 1 3 , 0 29 ,0 14 3 ,30 3 ,976 3 , 79 6; 68 5 4 ,4 5 7, 9 77

回数 (回/月) 6 3 ,3 09 , l 29 ,9 26 .4 3 2, 768 .3 38 ,0 78 .8 ‘M ,4 4 6. 1

人数 (人/月) 6 ,8 8 4 3 , 22 7 3 ,50 4 3 ,9 58 4 , 346

適所リハビリテ
｣[ ･ショ ン

会付費 (千円/年) 1,8 38 ,50 7 l,9 69 ,49 8 2 , 117, 520 2 , 24 0 ,9 4 0 2 ,4 6 3, 084

』数 (回/月) 15 ,0 26 .2 16 , 173 .9 l7, 42 7.O 18 ,5 50 . 1 2 0 ,3 64 .5

人数 (人/月) 1,9 76 2 , 1l5 2 ,266 2 ,3 69 2 , 522

短期入所生活
介護

給付費 (千円/年) L,4 0 6,6 54 1, 5 3 7,4 7 6 1, 65 4,4 0 3 1,8 38 , 130 2 ,3 45 , 59 4

日数 (人/月) 12 ,7 20 ,6 13 ,9 52 .9 15 ,0 77.O 16 ,8 45 .O 2 1,5 16 .4

人数 (人/月) し304 1, 39 0 l,466 1,50 2 し 6 56

短期入所療養
介護{老健)

会付費 (千円/年) 2 2 1,82 6 2 9 7, 18 7 36 8, 057 4 68 , 10 5 6 10 ,59 1

日数 (人/月) 1,59 2 ,8 2 , 170 . 5 2 , 7 15. 1 3 ,4 70 .2 4 ,5 28 .6

人数 (人/月) 18 1 2 3 4 2 79 303 3 18

短期入所療養
介護 (病院等)

給付費 (千円/年) 32 ,0 0 1 3 7, 6 39 4 8 ,4 54 6 9 ,26 4 10 1,775

日数 (人/月) 24 8 ,4 29 2 . l 3 76 . 1 53 7 ,6 78 9.9

人数 (人/月) 28 3 3 4 4 5 6 68

福祉用具貸与
合付費 (千円/年) も 467, 73 4 1, 52 1, 1 l4 1,5 76 , 637 1, 68 9, 65 2 1,8 l5 ,4 46

人数 (人/月) 8 , 28 8 8 , 6 4 2 9 ,0 20 9 ,8 80 10 ,6 33

特定福祉用具購
入費

合付費 (千円/年) 6 5,6 18 70 , 648 76 , 120 8 8 , 558 9 7 ,6 57

人数 (人/月) 2 u 2 28 24 6 28 6 3 14

住宅改修費
冶イモナ費 (千円/年) 14 6,4 2 7 159 , 50 0 173 ,98 7 2 0 3, 07 1 2 2 1, 888

人数 (人/月) L4 2 15 5 170 19 8 2 16

特定施設入居者
生活介護

漸くナ費 (千円/年) 2,8 16,8 40 2, 8 49 , 3 16 2 ,8 5 l,4 2 6 3 ,0 17,8 15 3 , 35 2, 669

人数 (人/月) 1, 122 1, 13 9 L 14 4 l,2 22 1, 354

居宅介護支援
給付費 (千円/年) 2, 7 78 ,7 57 2,8 58 , 12 1 2 ,9 4 6 ,9 20 2 ,79 8 ,66 9 2 ,9 9 5, 733

回数 (回/月) 13,0 56 13 ,3 7 5 13, 739 14 ,8 12 15 ,8 73
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国 第5 章 介護保険事業計画 圏

平成盪雛鵺疫
9 , 1 3 0,2 13

半截一方年度

3 , 9 79,8 10

平成毬字年度

1 2 ,0 02 ,9 3 9
(2)地域密着型サービス (千円) 10 ,53 1,3 64

期巡回 ･随時対 費 (千円/年) 206, 259 26 0, 62 5 3 3 2,3 6 5 4 09, 139 4 9 0, 6 4 7
応型訪問介護看護 人数 (人/月) 9 5 12 1 15 6 19 1 2 3 2

夜間対応型訪問
介護

給付費 (千円/年) 3 l,3 22 4 l,7 70 5 0,3 76 55, 72 7 6 0 ,8 8 4

人数 (人/月) 12 3 166 20 5 2 3 5 2 5 5

認知症対応型通
所介護

給付費 (千円′年) 9 36′24 0 1, 0 14 , 939 L,0 5 8, 96 5 1, 18 4, l4 4 1, 3 2 1,4 6 7

回数 (回/月) 6 ,350 .O 6 ,8 8 8.8 7 , 178 . 3 8 ,0 16.6 8 , 9 23 . 6

人数 (人/月) 6 4 5 68 8 704 74 7 76 8

小規模多機能型
居宅介護

給付費 (千円/年) 6 75,6 3 3 7 73 ,80 2 9 18 ,08 1 1,0 44,0 20 1, 12 9, 119

人数 (人/月) 2 56 298 3 5 9 4 16 中主3
認知症対応型共 給付費 (千円/年) 1,9 66,46 7 L,9 7 2,8 17 2 ,0 5 8,9 16 2, 353 ,34 2 2, 5 6 L 76 4
同生活介護 人数 (人/月) 608 6 14 6 4 2 73 5 8 0 0

型居宅介護 (※)
給付費 (千円/年) 173,8 89 25 0 ,358 3 13,9 0 9 4 3 1,728 5 0 5 ,48 0

人数 (人/月) 6 4 9 6 12ク 17 1 20 1

地域密着型通所
介護 (仮称)

合付費 (千円/年) 4 ,0 3 1,6 25 4 ,39 7.59 9 5 ,0 53,26 4 5 ,9 3 3,5 7 8

司教 (回/月) 3 9,8 32 ,2 4 3 , 6 1 4 6 5 0,6 83 ,O 5 9 , 157 .8

人数 (人/月) 4 ,295 4 ,6 6 4 5, 268 5 , 78 5

(3)施設サービス (千円) ‐ 13,3 76,2 6 7 14, 12 3 ,70 3 14 ;6 4 7,0 9 5 15が689ヂ837 17 ,0 16, 6 4 6

介護老人福祉
施設

給付費 (千円/年) 7 ,6 l7,9 34 8 ,03 5 ,584 8 ,3 9 4 ,08 2 9 ,09 4, 758 9 ,9 0 4, 17 8

回数 (回/月) 2,3 50 2 ,4 77 2,58 6 2, 79 9 3 ,0 4 5

介護老人保健
施設

給付費 (千円/年) 4 ,7 06.50 9 5 ,0 36 , 29 5 5 ,2 0 1. 18 9 5 ,54 3,25 5 6 ,0 6 0, 6 44

回数 (回/月) し 39 2 1,492 1,5 4 2 し 646 1, 79 9
介護療養型医療
施設

給付費 (千円/年) 1, 05 1,8 24 1,0 5 l, 824 1,0 5 1,8 24 1,0 5 1,82 4 1,0 5 1,8 24

回数 (回/月) 2 3 1 2 3 1 23 1 23 1 23 1

合計 給付費 (千円/年) 4 3,0 77,8 68 4 5,7 5 l,6 31 4 8, 3 24 ,9 47 52′467,8 8 6 5 8,4 6 4, 1 10

※ 平成 26年度までの名称は ｢複合型サービス｣ です。

【総給付費の推計】 (単位 :千円)
◇ご マ ん

- ぞ ~
三字‐ ･ ＼＼ ゞ粁言ご こ舜 ＼ こ ＼も ニタ 二ヌ‐U‐r、- 云＼なきみニ 三 ゞ ＼U へ シ“方だん '‐

　　　
　 　　 　　　　 　

】 ･ ‐ 区ゑんメん.分 .

45,378,38 1 47,580, l87 49 ,4 17 , 114 5 3,807,686 59グ9 57, 13
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圏 第5章 介護保険事業計画 圏

② 標準給付費の推計
介護保険サービスの利用などに伴い必要となる経費には、総給付費 (①居

宅サービス費、②地域密着型サービス費、③施設サービス費の合計) のほか

に、③特定入所者介護サービス費等給付額※1
、④高額介護サービス費等給付

額※2
、⑤高額医療合算介護サービス費等給付額※3

、⑥算定対象審査支払手数

料※4があります。これらも介護保険財政で賄われるので、介護保険料算定の

基礎になります。 これらをまとめて、標準給付費と呼んでいます。

区 分 27年度 28、
年度 29年度 32年度

l

l
l

l
、

37年度

(1)総給付費 (①②)

①総給付費

②一定以上所得者の利用者
負担の見直しに伴う財政影
響額

4 6 ,3 13J5 72 4 7 ,478 , 17 1 4 9, 3 l1,0 6 1 53,607 ,8 42 59 37 3 l,2 6 5

53,80 7, 686 59 ,9 57 , 13 1①総給付費 4 6,3 78, 38 1 4 7, 580 , 18 7 4 9 ,4 17 , 1 14

②一定以上所得者の利用者
負担の見直しに伴う財政影
響額

64 ,8 09 10 2,0 16 10 6, 05 3 l9 9 ,8 44 22 5,8 7 6

(2)
等糸

特定入所者介護サービス費
き付額 (⑧‐④)

1,533,519 1,6 18, 3 10 1, 72 9 , 39 7 2 ,064 , 555 芻895,646

⑧特定入所者介護サービス

費等給付額
136 62, 47 2 1,6 74 ,9 39 1,79 6, 50 1 2, 20 3, 6 36 3,0 90, 7 l4

④補足給付の見直しに伴う

財政影響額
28 ,9 53 5 6, 629 6 6 , 10 4 139 ,0 8 1 19 6,0 69

(3)高額介護サービス費給付額 79 6, 059 8 63 ,42 2 9 3 6, 48 5 し L79 , 702 13 73 3, 369

(4)高額医療合算介護サービス

費給付額
15 4,8 54 174 9 546 19 6 ,74 3 254 ,78 8 39 2,0 2 3

(5)算定対象審査支払手数料 59 ,0 10 59 ,3 05 59 ,60 0 59 ,600 59 ,6 0 0

(6)標準給付費見込額

{(1)十(2)十(3)十(4)÷(5)) }
47,857,014 50,193,754 5 2, 2 33 , 28 6 57溝66,487 6 4 ,8 1 1,8 9 2

※ 特定入所者介護サービス費等給付額…介護保険施設等における居住費 ･食費のうち、 基準となる費用

と低所得の方の負担限度額の差額を公費で賄う額。

※2 高額介護サービス費等給付額…介護保険の自己負担額が著しく高額になった方の負担を軽減するため、
その費用を公費で賄う額。

※3 高額医療合算介護サービス費等給付額…介護保険と医療保険を合わせた自己負担額が著しく高額にな

った方の負担を軽減するため、 その費用を公費で賄う額。

※4 算定対象審査支払手数料… 介護報酬審査、 支払事務を委託している国民健康保険団体連合会に支払う

経費。
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囲 第 5章 介護保険事業計画 囲

③ 地域支援事業費の推計
介護保険財源でまかなわれる事業には、 介護予防給付や介護給付 (具体

的には、 居宅サービス ･地域密着型サービス ･施設サービス) のほかに、
地域支援事業として、 ①介護予防、 日常生活支援総合事業、 ②包括的支援
事業、 ③任意事業があります。
また、制度改正により、包括的支援事業において、 ｢在宅医療介護連携推

進事業｣、 ｢認知症施策推進事業｣、 ｢生活支援体制整備事業｣ を実施する
こと"こなっています。
なお、事業内容については、 ｢在宅医療介護連携推進事業｣は、第 4章 高

齢者保健福祉計画 (50 ページ) 、 ｢認知症施策推進事業｣ は、 第 4 章 高
齢者保健福祉計画 (46ページ)、 ｢生活支援体制整備事業｣ は、第 4章 高
齢者保健福祉計画 (66ページ) をご覧ください。

【地域支援事業費の推計】
区 -- -- 〆 -- - 2区 -- -- 分 27年度 28年度 29年度

β
#

32年度 37年度
介護予防 ･日常生活

支援総合事業費
250,522 1,9 53,7 17 2,569,2 ll 2,767,627 2,820,2 12

包括的支援事業 ･

任意事業費
868,735 8 73 ,735 8 73,735 8 73,735 8 73,735

地域包括支援

セッテ運営費
775,450 77 5,4 50 775,450 775,450 775,4 50

在宅医療介護

連携推進事業
3,0 00 3,000 3,000 3,000 3,00O

認知症施策推

進事業
22,000 2 2,00O 22,000 22,000 22,000

生活支援体制

整備事業
5,000 5,000 5,0 00 5,000

任意事業 68 ,28 6 68,28 5 68,28 5 68,28 5 68,285

地域支援事業費 1, 119,257 2,8 27,452 39442,946 3,641,362 3 ,693,9 47

(単位 :千円)
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　 　 　 　 　メ
闘簡mm

(1 ) 負担割合
標準給付費と地域支援事業費とを合わせた額が第 6 期の介護保険事業を

支えるために必要な費用となります。
この費用を国 ･都 ･区及び第 1号被保険者 ･第 2号被保険者で分担して負

担することになります。
負担割合は次の表のとおりです。

【負担割合】
A こもセ学 .ゞどこ-

･
窄̂も冴させききここここ龍〆言さしk

- ′-
きせこ ご .趨き -なヴ、

一′ふし ぷ6テ
ー、こ と ‘グ ロ .

･介護給付
.介護予防給付

25 % 12.5 % 12.5 % 22 % 28 %
･介護予防 ･日常生

活支援総合事業

.任意事業 、

、
、 39 % 19.5 % 19 .5 % 22 %

(2 ) 保険料必要額
① 必要額見込み

平成 27年度から平成 29年度までに給付される標準給付費を約 1,503億

円と算出しました。 この額に地域支援事業費約 74 億円を加えた 1,577 億

円が保険料算定の基礎額となります。
第 1号被保険者保険料必要額は、 保険給付費 1,577億円から国 ･都 ･区

の負担分及び第 2号被保険者保険料を差し引いた約 349億円となります。

② 介護保険給付準備基金の活用
平成 24年度から平成 26年度に納付された保険料の余剰金を第 6期介護

保険事業計画の財源として活用します。 財源の規模はおよそ 17億円と推

計しました。

③ 第 6期介護保険事業計画期間中における保険料必要額

①で算定した保険料必要額約 349億円から、 ②の介護保険給付準備基金

17億円を差し引いた約 332億円が、 第 6期介護保険事業計画期間中に必要
となります。



囲 第 5 章 介護保険事業計画 圏

(3 ) 保険料の多段階化及び軽減策
① 段階区分の多段階化

保険料の増額を緩和するため、 従来の第 6段階を分割し、 新第 8段階、
新第 9 段階としました。

② 生活困難者対策
第 5期と同様に、 足立区独自の取り組みとして、 被保険者の申請に基づ

き、 新第 3段階以下の階層については、 所得や預貯金等の状況に応じて、
今の階層よりf氏い保瞼料の階層に軽減を行います。

③ 低所得者への軽減について

制度改正により、 低所得の高齢者の介護保険料については、 公費を投入
し保険料の軽減を強化します。

(4 ) 保険料基準額の設定

第 6 期介護保険事業計画期間中に必要な保険料は、 約 332 億円と算定し

ました。 これを、 保険料多段階化による影響を加味した第 1 号被保険者数
(推計)で除し、収納率を勘案して積算したものを基準保険料としています。

これまでの実績と第 6 期の介護保険給付費の見込み等から推計した第 6

期介護保険料基準額を下記の通り算定しました。

第 5期 (平成 24年度 ~ 26年度)

保険料基準月額

5 ,5 7 0 円

第 6期 (平成 27年度 ~ 29年度)

その結果、所得に応じた介護保険料は、次ページ以降の ｢第 6期所得段階
別介護保険料及び保険料率｣ となります。
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囲 第5 章 介護保険事業計画 圏

区 分
好きこぐ発さ-ききさま ,こ と --など-これゾン ふ
せ‐も うちいなや トラ競 これミ･二 階 ＼ゞ、 保険料率 月額

保険料

第蛇段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 1 , 8 0 0万円以上 2 ,7 0 16,040

第11段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
1 , 2 0 0 万円以上 l , 8 0 0 万円未満 2. 30 12,820

第lo段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
8 0 0万円以上1 , 2 0 0万円未満 2 .0 0 u 'を10

第9段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
6 0 0万円以上8 0 0万円未満 1.8 0 lo , 0 30

第8段階
本人が区民税課税で木人の合計所得金額が
4 0 0万円以上6 0 0万円未満 1,4 9 8 , 30 0

第7段階き
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
1 9 0万円以上4 0 0万円未満 1,4 5 8 ,0 80

第6段階ふk 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
1 2 5万円以上1 9 0万円未満 1. 2 1 6,740

第5段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
1 2 5万円未満 1.0 8 6,020

第4段階‘
(基準額) 本人が区民税非課税 (世帯に区民税課税者がいる場合) 1･0 0 5,570

特例
第4段階

本人が区民税非課税 (世帯に区民税課税者がいる場合) で本人の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が8 0 万円以下

0 ,8 7 4,850

第リ3段階 本人及び世帯全員が区民税非課税 0 . 7 5 4 , 18 0

^第3段階
特例軽減B

収入、預貯金で判定 0 ,6 5 3 ,6 30

第3段階

特例軽減C
収入、預貯金で判定 0 .3 1 1, 7 20

簾雛夕 本人及び世帯全員が区民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金
額の合計が 1 2 0万円以下

0 . 6 5 3,630

特例第3段階

特例軽減B
収入、預貯金で判定 0 . 58 3, 24 0

!特例第3段階

特例軽減C
収入、預貯金で判定 0 .3 1 1,720

第 2段階-
本人及び滑落仝邑報区民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が8 0万円以下 0 . 58 3, 2 40

;第2段階

特例軽減B
収入、預貯金で判定 0 ,3 1 1, 7 20

第1段階ク 生活保護受給者または、 そ … ‐'｣ 人者ハレ
飼養十嬰′.ゞ′… □ ℃!ハ･~慰む巴川]ノ-".…- 0 ,4 9 2,730

第＼1段階

特例軽減 B ･
収入、預貯金で判定 0 .2 5 1,390
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【第 6期所得段階別介護保険料及び保険料率 (平成 27~ 28年度)

※保険料率は新第 5段階が基準額です。

区-分 段 ＼ ゞ階 ,ふ せ- 〆、 -
-
いや ･" - 保険料率

(本則)
保険料率
27~ 28年度

月額
保険料

新第員段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 1 , 8 0 0万円以上 2.70 2.70 16,69

新第聡段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
し 2 0 0 万円以上上 8 0 0万円未満 2.30 2.30 14,22

新第12段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
8 0 0万円以上 1 , 2 0 0万円未満 2.00 2,00 12,360

新第日段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
6 0 0万円以上8 0 0万円未満 1.80 1.80 = , 130

新第lo段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
4 0 0万円以上6 0 0万円未満 1.49 1.49 9,210

新第9段階
大ハムミヤ□ --…

ぐ外人-の合計所得金額が
つ q n 古田、!上4 0 0 万円未満 l,45 1.45 8,970

新第8段階
大人刻SIx " - ‘

、↑ ^ { ^ニー

聖 凶 8 ,660

新第7段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
1 9 0 万円以ト 1 9 0 万円未満 1.2 1 1.2 1 7,480

新第6段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
1 2 G 万円未満 1.08 l.08 6,680

斯第6段階
(基準額) ◇ 本人が区民税非課税 (世帯に区民税課税者がいる場合) l･00 l･00 6, 180

新第4段階,
本人が区民税非課税 (匹mドーメぽ櫛 しらふる甥△) で本人の課税年
金収入額と合議"--寸…

‘
‐台吾;が8 0万円以下 0.87 0.87 5,380

新第3段階 本人及び世帯全員が区民税非課税 0.75 0,75 4,640

!新第3段階

特例軽減B
収入、預貯金で判定 0.65 4,020

i新第3段階

特例軽減C
収入、預貯金で判定 些 1,860

新第2段階
本人及び世帯全員が区民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金
額の合計が1 2 0万円以下 0.65 0.65 4,020

l露額認 収入、預貯金で判定 璧 2,790

新第2段階

特例軽減C
収入、預貯金で判定 勉 l,860

新第1段階
大八及び冊中全員がぼ R 翻 餅 で 米 A ｣ ^““入船; △引
^ 擢 〕̂^ [ ノ R O‐万円以下 製 璽 2,790
^ 、̂^

ノー･[ '
."

ら
亀“

Y･
多

新第1段階

特例軽減B
収入、預貯金で判定 園 し860
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囲 第5 章 介護保険事業計画 国

【第 6期所得段階別介護保険料及び保険料率 (平成 29年度) 】

※保険料率は新第 5段階が基準額です。

区 分 ごべし ~段 - 、階 保険料率
(本則)

保険料率
29年度

月額
保険料

漸第14段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 1 , 8 0 0万円以上 2,70 2.70 l6,690

新第13段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
1 , 2 0 0 万円以上 1 , 8 0 0万円未満 2.30 2.30 l4,220

新第12段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
8 0 0万円以上 L 2 0 0万円未満 2.0O 2.00 l2,360

新第蛙段階
本人か1父 で小人の合計所得金額が
6 0 0 万円以上8 0 0 万円未満 l.80 1.80 1l, l30

新第10段階 △
木一

人氷胚寳丙 ‘
･小人の合計所得金額が

4 0 0万円以上6 0 0 万円未満 1 49 L 49 9 ,2 10

新第9段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
2 9 0万円以上4 0 0 万円未満 1.4 5 1.45 8,9 70

新第8段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
1 9 0 万円以上 2 9 0 万円未満 1,40 1.4 0 8,660

新第7段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
1 2 0 万円以上 1 9 0 万円未満 l.2 l L al 7,480

新第6段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が
1 2 0 万円未満 1. 0 8 l.08 6,680

断第5段階
(基準額) 本人が区民税非課税 (世帯に区民税課税者がいる場合) 1･00 1･00 6,180

新第4段階
本人が区民税非課税 (世帯に区民税課税者がいる場合) で本人の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が8 0万円以下

0 .8 7 0.87 5 , 3 8 0

薪第登濃階 本人及び世帯全員が区民税非課税 0 . 75 勉 4 ,3 3 0

新第3段階

特例軽減B
収入、預貯金で判定 團 3, 0 9 0

新第3段階

特例軽減C
収入、預貯金で判定 0.30 1,860

斎第2段階
本人及び世帯全員が区民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金
額の合計が 1 2 0万円以下 0.65 曇 3,090

新第2段階

特例軽減B
収入、預貯金で判定 勉 も860

新第2段階

特例軽減C
収入、預貯金で判定 塾

新第1段階
本人及び世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が8 0万円以下
生活保護受給者または、老齢福祉年金受給者で区民税世帯非課税

0.50 螂 l,860

新第1段階

特例軽減B
収入、預貯金で判定 塾

‐ 10 5 ‐



囲 資料編 田

資料編として、 下記の内容を掲載する予定です。

@ 高齢者等実態調査結果の概要

e過去の給付費等
の足立区高齢社会対策基本条例

◎足立区地域保健福祉推進協議会条例
●足立区地域保健福祉推進協議会条例施行規則
◎足立区地域保健福祉推進協議会介護保険･瞳がい福祉専門部会設置細則
e 地域保健福祉計画の基本的な考え方

の足立区地域保健福祉推進協議会委員名簿

‐ 10 6 ‐
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